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蹴
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は
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が
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ゥ
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イ
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モ

グ

1
リ
ス
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l
γ

の
文
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む

す

ぴ

き
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し
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1 

チ
ン
ギ
ス
汗
の
第
二
子
チ
ャ
ガ
タ
イ
を
租
と
し
て
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
を
支
配
し
た
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
は
、
十
四
世
紀
の
初
頭
パ
ミ

l
ル
を
境



2 

マ
l
ワ
ラ
l
ン
ナ
フ
ル
冨
削
毒
血
片
的
色
・
ロ
但
『
を
支
配
す
る
西
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
圏
と
、
天
山
地
方
を
本
懐
と

す
る
喋
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
閣
の
成
立
を
み
る
事
と
な
っ
た
。
而
し
て
、
西
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
が
、
汗
位
の
鑑
一
本
を
め
ぐ
る
混
凱
の
内
に
、
や
が
て

チ
ム
I
ル
の
出
現
に
よ
っ
て
滅
亡
し
て
い
っ
た
の
に
封
し
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
は
、
一
時
は
チ
ム

l
ル
の
支
配
下
に
入
る
事
を
徐
儀
な
く
さ

チ
ム
l
ル
の
裂
後
再
び
濁
立
を
か
ち
と
り
、
チ
ム
l
ル
朝
と
封
立
し
て
、

モ
ン
ゴ
ル
人
の
建
設
し
た
諸
汗
園
の
内
で
、
最
も
長

に
東
西
に
分
裂
し
、
こ
こ
に
、

れ
は
し
た
が
、

く
生
命
を
保
ち
、
内
陸
ア
ジ
ア
史
上
に
於
い
て
看
過
し
が
た
き
存
在
之
な
っ
た
。
明
の
史
料
に
み
え
る
別
失
八
里
・
亦
里
把
力
、
チ
ム

i
ル
朝

史
料
に
み
え
る
ジ
ャ
タ

l
γ
g
r
・
モ
グ

l
ル
ウ
ル
ス

c
z
z
g
c
m
r
p
-
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
り
、
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
冨

omr巳
岡
田
芯
ロ

(
モ
ン
ゴ
ル
人
の
園
)
と
は
、
そ
の
住
民
た
る
モ
ン
ゴ
ル
人
達
が
、
自
ら
の
住
地
を
呼
ん
だ
名
璃
で
あ
る
。

こ
の
汗
国
の
歴
史
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
居
住
す
る
に
至
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
人
の
ト
ル
コ
化
・
イ
ス
ラ
l
ム
化
・
定
住
化
等
の
観
貼
か
ら
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
研
究
封
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
所
謂
「
中
央
ア
ジ
ア
の
波
落
」

l
l
1
一
般
に
「
地
理
上
の
護
見
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と

- 2ー

説
明
さ
れ
る
ー
ー
の
内
的
要
因
を
さ
ぐ
る
上
に
も
、
見
の
が
し
が
た
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
研
究
は
‘
今
日
迄
き
わ
め
て
乏
し
く
、

一
つ
の
大
き
な
空
白
を
な
し
て
い
る
か
に
み
え
る

e

中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
の
中
に
、

ハ

l
ン
の
系
譜
と
そ
の
統
治
年
代
、
汗
家
と
オ
ア
シ
ス
諸
都
市
と
の
関
係
、
汗
園
と
諸

外
国
勢
力
と
の
閥
係
、
汗
圏
内
の
紅
曾
組
織
・
経
済
活
動
、
そ
れ
に
イ
ス
ラ
l
ム
教
の
問
題
等
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の

で
、
本
稿
で
は
、
十
五
世
紀
初
頭
に
於
け
る
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
時
代
を
中
心
に
、
右
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
こ
こ
ろ
み
、
汗
園
史

研
究
の
手
が
か
り
を
つ
か
み
た
い
と
考
え
る
。
な
に
ぶ
ん
、
零
細
な
史
料
を
も
と
に
し
た
研
究
で
あ
る
の
で
、
誤
り
を
犯
す
可
能
性
は
大
き

い
。
諸
氏
の
叱
正
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
札
。

私
は.

」
の
汗
園
の
塵
史
を
研
究
す
る
場
合
に
は

ハ
l
ン
の
系
譜

十
五
世
紀
初
頭
に
於
け
る
モ
グ

l
p
ス
タ
ー
ン
諸
汗
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
e

ま
ず
、

=巳

リ



ア
ス

Z
・
巴
昨
日
氏
は
、
そ
の
「
タ

l
リ
l
ヒ
・
ラ
シ

l
デ
ィ

l
」
(
以
下
、
H
，

m-
と
略
構
)
英
謬
書
の
序
論
に
於
い
て
こ
の
問
題
を
と
り
上

げ
、
主
と
し
て
吋
戸
の
記
述
に
従
っ
て
、
一
つ
の
結
論
を
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
て
、
松
村
潤
氏
は
、
明
貫
録
(
以
下
貫
録
と
略
稿
)
と
「
ザ

フ
ァ
ル

'・
ナ
1
7
1
」

N
t
R
Z
E
g
r
の
記
述
を
利
用
さ
れ
、
エ

リ
ア
ス
氏
の
系
譜
を
大
幅
に
補
正
さ
れ
た
。
而
し
て
、
最
近
我
々
が
容
易

に
利
用
出
来
る
様
に
な
っ
た
バ
ル
ト
リ
ッ
ド
〈
・
〈
・
切

R
F
o
E
氏
の
研
究
を
み
る
と
、
既
に
氏
が
チ
ム
l
ル
朝
関
係
の
貴
重
な
史
料
を
多

く
利
用
さ
れ
、
ほ
ぼ
完
全
な
結
論
に
到
達
せ
ら
れ
て
い
た
事
を
知
る
事
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
私
と
し
て
も
、
こ
こ
で
語
る
べ
き
多
く
の
も
の

を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
唯
一
つ
、
バ
ル
ト
リ
ッ
ド
氏
が
決
定
を
保
留
さ
れ
た
問
題
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
若
干
記
し
て
お
く
事
に

ド
氏
は

し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
問
題
と
は
、
シ

l
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

ω
E
H
冨
ロ
ゲ
胆
ヨ
自
主
-
汗
の
出
自
に
闘
す
る
部
分
で
あ
っ
て
、
バ
ル
ト
リ
ッ

シ
1
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
は
「
ム
イ
ッ
ズ
ル
ア
ン
サ

l
プ
」
宮
ロ
ポ
N

巳
t

同
ロ
印
刷
ぴ
に
擦
れ
ば
シ
ャ

l

・
ジ
ャ
ハ

I
ン

ωr削げし「白}困問ロ

の
子
で
あ
り
、
叶
戸

に
擦
れ
ば
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
冨
ロ
グ
但
自
白
色
一
一
汗
の
子
で
あ
る
と
述
べ
る
に
止
め
ら
れ
た
。

市
し
て
、
貫
録
永
築
十
四
年
(
一
四
二
ハ
〉
三
月
壬
寅
の
慌
を
み
る
と
、

別
失
八
里
王
馬
恰
肺
姪
納
黒
失
只
宰
遺
使
拾
只
等
貢
馬
及
方
物
、
且
告
馬
喰
腕
卒
無
子
、
遺
中
官
李
達
・
給
事
中
侍
安
等
性
祭
馬
恰
航
、

何
以
璽
書
命
納
黒
失
只
翠
嗣
箆
王
。

- 3 ー

な
る
記
事
が
あ
っ
て
、
馬
恰
腕
す
な
わ
ち
冨
忌

E
M
B包

汗
に
子
が
無
か

っ
た
箆
に
、

そ
の
姪
た
る
納
黒
失
只
翠

Z
2岳
'
F
F
r
g
が
位

を
つ
い
だ
事
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
嘗
然
シ
l
ル
・
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド
は
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
の
子
で
は
あ
り
得
、ず、

シ
ャ

l

・
ジ
ャ
ハ

l
ン
の
子

と
い
う
事
に
な
る
。

こ
れ
で
問
題
が
解
決
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
が
、
買
は
こ
の
貫
録
の
記
事
一
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
松
村
潤
氏
が
一
つ
の
見
解
を
畳
表

し
て
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
謝
す
る
私
の
考
え
を
記
し
て
お
く
事
に
し
た
い
。

3 

「貫
録
で
は
、

タ
リ
キ
・
ラ
シ
ィ
デ
ィ
の
停
へ
る
如
く
シ
ャ

l

・
ム
ハ
マ
ッ
ド
と
い
ふ
子
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
氏
が
、
右
の
如
く
云
わ
れ
る
の
は
、

す
な
わ
ち
、
松
村
氏
は

」
の
記
事
に
つ
い
て

ム
ハ
マ
ッ
ド
に
子
が
な
か

司
た
様
に
停
へ
て
ゐ
る
が

」
れ
は
誤
り
で
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か
の
「
西
域
行
程
記
」
に
み
え
る
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
の
統
治
者
「
馬
暗
木
王
L

と
、
「
西
域
番
園
士
山
」
の
、

別
失
八
里
地
名
沙
漠
問
、
今
矯
馬
恰
木
氏
王
子
主
之
、
馬
恰
木
蓋
胡
元
之
徐
育
、
前
世
錫
封
於
此
。

な
る
記
述
に
み
え
る

「
馬
恰
木
氏
王
子
」
と
を
別
人
と
解
さ
れ
、
前
者
を
叶
河
・
に
み
え
る
「
ム
ハ
マ
ッ
ド
」
、
後
者
を
、
叶
戸
に
い
う
所
の
「
ム

ハマ

ッ
ド
の
子
」
た
る
「
シ
ャ

l

・
ム
ハ
マ
ッ
ド
」
に
比
定
さ
れ
、
陳
誠
等
の
一
行
が
往
路
に
於
い
て
謁
し
た
馬
暗
木
王
は
、
一
行
が
そ
の
蹄

路
に
こ
の
地
を
通
過
し
た
永
幾
十
三
年
の
始
め
頃
に
は
、
す
で
に
死
裂
し
、
そ
の
子
の
「
シ
ャ

l

・
ム
ハ
マ
ッ
ド
」
が
亡
父
の
帳
房
を
治
め
て

い
た
と
解
揮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
は
、
次
の
如
き
諸
貼
か
ら
、
氏
の
解
樺
に
賛
意
を
表
し
難
い
。

ハ
円
、
十
五
世
紀
初
頭
に
お
け
る
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
諸
、
汗
の
系
譜
に
関
す
る
貫
録
の
記
述
は
、
氏
も
述
べ
ら
れ
た
如
く
、
き
わ
め
て
正
確
で

あ
り
、
一
方
、
、
叶
戸
の
記
述
は
全
く
不
正
確
で
あ
る
。
同
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
と
明
朝
と
の
交
渉
を
貫
録
に
よ

っ
て
み
る
と
、
永
築
十
一
年
秋

- 4一

七
月
丙
午
の
傑
に
「
勅
甘
粛
線
兵
官
盟
域
侯
李
彬
目
、
別
失
八
里
王
馬
暗
腕
敬
事
朝
廷
、
遺
使
来
貢
、
如
至
可
善
待
之
、
其
市
易
者
聴
自
便
」
と

あ
る
如
く
、
汗
は
そ
の
貿
易
に
閲
し
て
も
格
別
の
待
遇
を
輿
え
ら
れ
、
ま
た
永
築
十
二
年
冬
十
月
壬
辰
の
僚
に
は
「
有
使
西
域
還
言
別
失
八
里

王
馬
恰
肺
之
母
及
弟
相
繕
卒
、
命
給
事
中
侍
安
等
粛
勅
慰
問
、
弁
賜
之
文
締
表
裏
」
と
あ
る
如
く
、
そ
の
近
親
の
死
残
に
際
し
て
も
弔
問
の
使
節

を
お
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
貫
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
は
、
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
諸
汗
の
中
で
も
、
明
朝
と
最
も
深
い

交
渉
開
係
を
も
っ
た
人
物
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
子
の
有
無
に
つ
い
て
の
明
側
の
知
識
も
十
分
深
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
目
、
「
西
域

番
園
志
」
に
「
馬
暗
木
氏
王
子
主
之
」
と
い
う
の
は
、
軍
に
「
馬
暗
木
氏
王
子
」
が
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
内
の
一
匿
域
、
す
な
わ
ち
「
亡
父
の
帳

房
」
を
治
め
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
彼
が
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
全
域
の
統
治
者
た
る
事
を
意
味
し
て
い
る
。
伸
、
永
幾
十
三
年
の
始

め
頃
、
既
に
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
が
死
捜
し
て
い
た
と
す
る
と
、

そ
の
事
買
は
嘗
然
陳
誠
等
に
よ
っ
て
明
廷
に
報
告
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

然
る
に
、
先
に
引
用
し
た
貫
録
永
幾
十
四
年
(
一
四
一
六
)
一
二
月
壬
寅
の
記
事
に
明
ら
か
な
如
く
、
明
廷
は
永
築
十
四
年
の
三
月
、
は
じ
め
て

ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
の
死
残
を
知
り
、
急
逮
弔
問
の
使
節
を
波
遺
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
の
死
が
、
陳
誠
等
の
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
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通
過
時
以
後
の
事
件
た
る
事
を
示
唆
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
尚
、
チ
ム

l
ル
朝
に
謝
し
て
モ
グ
l

リ
ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
新
し
い
汗
の
卸
位
が
報
道
せ
ら
れ
た
の
も
、
や
は
り
一
四
一
六
年
の
事
で
あ

っ
た
と
い
う
。
回
、
貫
録
の
、
「
遺
中
官
李
達

・
吏
部
員
外
郎
陳
誠

・
戸
部
主
事
李
遁

・
指
揮
金
喰

藍
伯
、
護
迭
暗
烈
等
慮
使
臣
還
就
賓
勅
弁
文
締
紗
羅
布
島
等
物
、
賜
恰
烈

・
撒
馬
見
牢
等
魔
王
子
、

報
其
来
貢
之
動
也
」
(
一
議

E
l桝
)
な
る
記
事
、
「
遺
内
官
把
泰
・
李
達
等
、
費
勅
役
議
八
苓
回
一
m
商

・
耳
志
郎

・
恰
貰
恰
見
等
慮
、
開
通
道
路
、
凡
遺
使
従
来
行
放
経
商

一
従
所
便
、
何
賜
其
壬
千
頭
目

綜
幣
有
無
」
(
肱
…
博
桔
糊
枇
)
な
る
記
事
、
ま
た
か
の
有
名
な
る

「
小
王
子
」
な
る
呼
稽
の
示
す
如

く
、
明
の
史
料
に
み
え
る

「王
子
」
と
い
う
語
は
、
必
ず
し
も
「
王
の
子
息
」
を
意
味
す
る
と
は
限

「
馬
恰
木
氏
王
子
」
と
い

う
た
場
合
に
も
、

ら
な
い
。
従
っ
て

こ
れ
を
「
馬
恰
木
」
自
身
を
指
す

- 5ー

と
解
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。

私
は
、
以
上
の
見
解
に
よ
っ
て
、
先
の
貫
録
の

「
馬
恰
腕
卒
、

無
子
」
と
い
う
報
道
を
信
用
出
来

る
も
の
と
考
え
る
。
従
っ
て
、
十
五
世
紀
初
頭
の

モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
諸
汗
の
系
譜
を
、

上
の
如
く

理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
活
動

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
活
動
を
述
べ
る
前
に
、

そ
の
即
位
の
事
情
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
事
に
し

た
い
。
こ
の
間
題
に
闘
す
る
、
吋河
・
の
記
述
は
、
き
わ
め
て
不
明
確
で
あ
る
が
、
明

・
チ
ム

l
ル
雨

時

お
よ
そ
次
の
如
き
結
論
が
導
き
出
さ
れ
か
。

朝
の
記
録
に
よ
っ
て
考
察
す
る
と
、

一
四
一
七
年
、

ヴ
ア
イ
ス
は
、
時
の
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
汗
ナ
ク
シ
・
ジ
ャ
ハ

l
ン
を
殺
害
し
て
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汗
位
に
卸
い
た
が

そ
の
印
位
は

汗
園
内
に
有
力
な
地
位
を
し
め
た
ド
ゥ
グ
ラ

l
ト

ロロ
m
E町
家
の
ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ

l
イ
ダ

l
ド

-r

」
み
よ
、

bv
'v 

し
か
し
、
そ
の
楼
威
は
、
未
だ
き
わ
め
て
不
安
定
な
も
の
で
あ

っ
た
様
で
、

シ
l
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
の
反
乱
に
直
面
し
た
。
こ
の
反
凱
は
、
ヴ
ア
イ
ス
に
よ

っ
て
鎮
座
さ
れ
、

マ
ル
カ
ン
ド
に
亡
命
す
る
事
と
な

っ
た
。
し
か
し
、

一
四
二

O
年

〉
ヨ
可
同
}
】
只
-uE
包

の
承
認
す
る
所
と
な

っ
た
。

シ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
等
は

サ

シ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド
は

そ
の
残
年

'" 
四こ
この
五年
年同の
)末
迄に
{立は
を鯖
し固

め L
た

再
び
ヴ
ア
イ
ス
に
戟
を
挑

み
、
翌

一
四
一
二
年
に
は

こ
れ
に
勝
利
を
牧
め
て
汗
位
に
即
き
、

そ
の
結
果
、

ヴ
ア
イ
ス

は
、
自
ら
に
従
う
若
者
逮
と
共
に

シ
ー
ル

・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
に
封
す
る
反
抗
活
動
を
っ
さ
つ
け
る
事
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
が
、

シ
ー
ル
・
ム
ハ

ン
マ

ッ
ド
の
死
残
と
共
に
、
再
び
汗
位
に
復
踊
す
る
事
が
出
来
た
。

さ
て
、
ヴ
ア
イ
ス
の
印
位
の
経
過
は
、
右
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
活
動
に
つ

い
て
は
、

ま
ず
第
一
に
、
内
政
問
題
と
し
て
ド
ゥ
グ
ラ
l

ト
家
ア
ミ

l
ル
と
の
閥
係、

つ
い
で
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
所
属
問
題
、
最
後
に
、

オ
イ
ラ
ー
ト
の
エ
セ
ン
と
の
戟
と
、
そ
の
載
の
も
た
ら
し
た
一

- 6一

てコ
1) 0) 

結
果

イ〉

し、

て
述
"̂' 
る
事

し
た
し、

ド
ゥ
グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ
ー
ル
と
の
関
係

叶
H
N

・
に
よ
れ
ば

カ
l
シ
ュ
ガ
ル
を
中
心
に

ホ
タ
ン
・
ヤ
ル
カ
ン
ド
・
カ

l
シ
ャ

l
ン
・
ア
フ
シ
ケ

l
ト
・
ア
ン
デ
ィ
ジ
ャ

l
ン
・
ア

に
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
の
時
代
か
ら
、

ド
ゥ
グ
ラ

l
ト
家
の
支
配
に
委
ね
ら
れ
、

そ
の
一
族
に
は
、

し、

く
イコ
カ当
の
特
権
カ1

賦
輿
せ
ら
れの
てー
い帯
7ミ(叫 t主

既

Y
向
白
ロ
m円

}
回
申

-
U
F
ω
o
u『

同

}
戸

ク
ス

l
・
ア

l
ト
バ
l
シ
l
・
ク

l
サ
l
ン
の
主
要
都
市
を
含
む
所
謂
マ
ン
ガ
ラ

l
イ

・
ス

l
ヤ
l

今
問
題
に
し
て
い
る
十
五
世
紀
の
初
頭
に
あ
っ
て
は

ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ

l
イ
ダ

l
ド
が
、

ド
ゥ
グ
一
フ

l
ト
家
の
嘗
主
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
。
叶
H
N
.

Uこ
t主

ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ

l
イ
ダ

l
ド
は
、

自
ら
の
手
で
六
人
の
汗
を
印
位
さ
せ
た
。
そ
の
第

一
は
、

ヒ
ズ
ル
・
ホ

l
ジ
ャ
汗
で
あ
り

シ
ャ
マ

ー
イ
・
ジ
ャ
ハ

l
ン
汗

ス
汗
で
あ
る
。

ナ
ク
シ
・
ジ
ャ
ハ

l
ン
〔
汗
〕、

ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗

シ
ー
ル
・
ム

ハ
ン
マ
ッ
ド
汗

そ
し
て
最
後
に
ヴ
ァ
イ



と
俸
え
ら
れ
、

一
方
、
貰
録
永
幾
十
四
年
三
月
壬
寅
の
傑
に
も
、

叉
聞
別
失
入
里
頭
目
忽
一
タ
達
事
其
主
四
世
、
国
人
信
服
、
今
能
一
賛
輔
納
黒
失
只
四
十
、
亦
賜
璽
書
綜
幣
嘉
勢
之
。

と
み
え
る
如
く

、

ハ

I
ン
を
輔
佐
し
て
人
々
の
曾
敬
を
集
め
て
い
た
。

彼
の
権
限
が
、
嘗
時
汗
圏
内
で
い

か
程
強
力
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
、

一
四
二

O
年
、
内
凱
の
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
を
通
過
せ
、ざ
る
を
得
な

ハ
l
ン
の
推
戴
に
大
き
な
護
言
力
を
有
し

か
っ
た
か
の
チ
ム

l
ル
朝
の
遣
明
使
節
に
、
彼
が
通
行
の
安
全
を
保
障
し
得
た
と
い
う

一
事
を
も

っ
て
し
て
も
、
十
分
に
推
測
出
来
る
と
思
わ

れ
る
品
、
そ
の
権
限
を
、
具
瞳
的
に
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
彼
に
賦
興
せ
ら
れ
て
い
た
次
の
如
き
十
二
種
の
特
権
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
①
太
鼓
の
所
持
。

①
軍
旗
の
所
持
。
①
二
人
の
部
下
が
千
戸
旗
を
た
ず
さ
え
る
事
。
④
ハ

l
ン
の
合
同
議
に
於
け
る
ク

l
ル
(
簸
)

の
着
用
。
⑤
狩
強
に
つ
い
て
の
特
権
。
@
全
モ
グ

1
ル
・
ウ
ル
ス
の
ア
ミ

l
ル
た
る
事
。
そ
し
て
勅
書
に
彼
の
名
が

「モ

グ
l
ル
・
ウ
ル
ス
の

首
長
」
と
-
記
さ
れ
る
事
。
⑦
彼
の
幕
廷
に
於
け
る
坐
位
は
、
他
の
ア
ミ

l
ル
達
よ
り
一
弓
身
分
だ
け
ハ

I
ン
に
近
い
事
。
①
千
戸
長
の
任
菟
檎

を
所
有
し
、
任
克
に
際
し
て
ハ

l
ン
の
裁
定
を
必
要
と
し
な
い
事
。
①
彼
と
彼
の
子
孫
は
、
九
度
ま
で
は
罪
を
犯
し
て
も
審
問
さ
れ
な
い
事
。

⑮
祭
典
に
際
し
、
ハ

l
ン
の
勅
命
を
聴
受
す
る
時
、
下
馬
を
必
要
と
し
な
い
事
。
⑪
祭
典
に
際
し
、
ハ

l
ン
と
彼
の
盃
が
特
別
に
取
扱
わ
れ
る

事
。
⑫
あ
ら
ゆ
る
勅
書
に
、
彼
の
詮
印
を
ハ
l
ン
の
そ
れ
の
下
に
捺
す
事
。
以
上
が
、
フ
ダ
l
イ
ダ

l
ド
の
所
有
し
た
特
様
で
あ
る
が
、

ら
の
特
権
は
、

、H
，

m
-
に
、

- 7ー

れ

」
の
十
二
種
の
特
権
は

ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ
l
イ
ダ

l
ド
の
後
、
そ
の
子
ア
ミ

l
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

・
シ
ャ

i
・
ク
ル
カ

l
ン
に
侍
え

ら
れ
、

そ
の
後
、

ア
ミ
l
ル

・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

・
シ
ャ

l
の
兄
弟
の
子
ア
ミ

l
ル
・
サ
イ
イ
ド

・
ア
リ

l
・

ク
ル
カ

l
ン
に
停
え
ら
れ
、

そ
の
後
は
、

そ
の
子
ム

ハ
ン
マ
ッ
ド

・
ハ
イ
ダ
ル

・
ミ
l
ル
ザ
l
・
ク
ル
カ

l
ン
に
、
そ
の
後
は、

そ
の
子
す
な
わ
ち
私
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

-
ハ
イ
ダ

ル

(
一
般
に
ミ

i
ル
ザ
l
・
ハ
イ
ダ
ル
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
)
の
父
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド

・
ア
サ
イ
ン

・
ミ
l
ル
ザ

l
・

ク
ル
カ

7 

ー
ン
に
停
え
ら
れ
た
。

と
あ
る
如
ぃ、

ド
ゥ
グ

ラ
l
ト
家
ア
ミ
l
ル
に
よ
っ
て
纏
承
さ
れ
績
け
た
。
ミ
l
ル
ザ

l
・

ハ
イ
ダ
ル
に
よ
れ
ば
、

」
れ
ら
の
特
権
が

ド
ウ
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グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ
ー
ル
の
掌
中
か
ら
失
わ
れ
た
の
は
、

神

田
暦
九
四

O
年
(
一
五
三
三
〉
の
事
で
あ
る
と
い
う
。

同

こ
れ
ら
の
特
権
の
ほ
と
ん
ど
が
、

所
謂
ダ
ル
ハ
ン
の
そ
れ
に
一
致
す
る
事
は
、
最
近
恵
谷
俊
之
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
が
、

問
題
は
、
何
故
こ
の
様
な
特
植
が
一
族
に
よ
っ
て
長
く
保
ち
績
け
ら
れ
た
か
の
説
明
で
あ
ろ
う
。
私
は
、

」
の
問
題
を
、
次
の
諸
貼
か
ら
説
明

出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
ず
第
一
に
、

ハ
l
ン
の
推
戴
に
際
し
て

一
族
の
ア
ミ

l
ル
達
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
事
貰
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
か
の
英
主
ト
ゥ

l
グ
ル

ク
・
テ
ィ

l
ム
l
ル
を
、
流
浪
の
内
よ
り
救
出
し
て
汗
位
に
つ
け
た
の
は
、

で
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
以
後
の
六
人
の
諸
汗
が
即
位
出
来
た
の
も
、
ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ

l
イ
ダ

l
ド
の
助
力
の
結
果
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

一
族
に
封
し
て
、
け
し
が
た
い
お
い

め
を
に
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ア
ミ

l
ル
・
ブ

i
ラ

l
ジ

l
の
功
績

歴
代
の
諸
汗
はイ

ス
ラ
l
ム
数
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、

同

た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
改
宗
し
た
諸
汗
は
、

第
二
に
、

モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
で
は
じ
め
て
イ
ス
ラ

l
ム
に
改
宗
し
た
の
は
、

一
族
に
封
し
て
宗
数
的
な
お
い
め
を
ぬ
ぐ
い
去
る
事
が
出
来
な
か
司
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
一
族
で
あ
っ

第
三
に
、
右
の

二
貼
に
も
ま
し
て
貫
質
的
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
が
、
次
の
事
貫
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ミ

l
ル
・
フ
ダ

l
イ
ダ

l
ド
よ
り
後

-8-

の
ド
ゥ
グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ

ー
ル
の
名
を
列
撃
す
る
と

①
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
シ
ャ

l

・
ク
ル
カ

l
ン

①
サ
イ
イ
ド
・
ア
リ
l

・
ク
ル
カ
1

ン

①
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド
・
ハ
イ
ダ
ル
・
ク
ル
カ

l
ン

④
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
ア
サ
イ
ン
・
ク
ル
カ

l
ン

と
な
る
が

こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
彼
等
が
全
て
ク
ル
カ

l
ン

}
2
H
W
E
を
名
の

っ
て
い
る
事
貫
で
あ
る
。

ク
ル
カ

l
ン
・
ク

l
ル
カ

l
ン
は
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
語

rcH位
}
内
肱
ロ

の
ベ
ル
シ

ャ
語
の
形
で
あ
り

「ハ

l
ン
の
女
婿
」
を
意
味
し
、
中
園
の

「
附
馬
」
に
あ
た
る
。
か
の
チ
ム

l
ル
が
、

カ
ザ
ン
汗
の
娘
を
め
と

り
、
自
ら
チ
ム

1
ル
・
ク
l
ル
カ

l
ン
と
名
の

っ
た
事
は
周
知
の
事
質
で
あ
る
が
、
今
こ
れ
ら
の
ド
ゥ

グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ

l
ル
遠
の
婚
姻
を
調

べ
て
み
る
と
、

①
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

・
シ
ャ
ー
が

②
サ
イ
イ
ド
・
ア
リ
l
は

ヴ
ア
イ
ス
汗
の

誰
と
結
婚
し
た
か
は
明
ら
か
に
し
難
い
が
、

帥

妹
、
従
っ
て
シ

l
ル
・
ア
リ

l
の
娘
ウ
ズ
ル
・
ス
ル
タ

l
ン
・
ハ

l
ニ
l
ム
を
め
と
り
、
③
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
ハ
イ
ダ
ル
は
、

制

ブ

l
ガ
l
r
m
g
図
。

mr同
汗
の
娘
ダ
ウ
ラ
ト
・
ニ
ガ

i
ル
・
ハ

l
ニ
l
ム
を
、
-
必
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
ア
サ
イ
ン
は
、

イ
ー
サ

l
ン
・

ュ
l
ヌ
ス
汗
の
娘
フ
プ



同

・
ニ
ガ
l
ル
・
ハ

l
ニ
l
ム
を
そ
れ
ぞ
れ
め
と
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
ド
ゥ
グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ

l
ル
が
、
常
に
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ハ

l
ン
家
の
女
婿
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
績
け

P

た
事
が
明
瞭
で
あ
り
、
こ
の
事
買
が
、
一
族
に
あ
れ
程
の
檎
限
を
繕
績
し
て
保
持
せ
し
め
え
た
大

き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
事
は
明
白
で
あ
る
。
汗
圏
内
に
お
け
る
「
ク
ル
カ

l
ン
・
ク
l
ル
カ

I
ン
」
の
吐
曾
的
地
位
を
具
髄
的
に
示
す
史

料
は
な
い
が

叶河・

ユ
l
ヌ
ス

J

円。ロ
5
汗
を
シ
ャ
イ
フ
・

ジ
ャ
マ

l
ル
・
ハ
ル
に
よ
る
幽
聞
か
ら
救
出
し
た
ア
ミ

l
ル
・
ア
ブ
ド
ウ

ル
・
ク
ド
ゥ
ス
に
関
し
て

ハ
l
ン
に
よ
っ
て
非
常
に
懇
切
に
あ
っ
か
わ
れ

ク
ー
ル
カ

I
ン

「
ア
ミ

l
ル
・
ア
ブ
ド
ウ
ル
・
ク
ド
ゥ
ス
は
、

帥

の
稽
挽
を
輿
え
ら
れ
た
」
と
い
い
、
ま
た
叶
H
N
・
の
著
者
ミ

l
ル
ザ
l
・
ハ
イ
ダ
ル
は
、

.ス
ル
タ

l
ン
・
ア
フ
マ
ッ
ド
汗
の
娘
を
め
と
り
、
「
か

制

く
の
如
く
、
九

一
九
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
、
私
は
ク
l
ル
カ
l
ン
の
地
位
に
の
ぼ
っ
た
」
と
誇
ら
し
げ
に
述
べ
て
い
る
の
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
き
わ
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た
事
が
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
に
述
べ
た
事
買
を
も
と
に
、
十
五
世
紀
初
頭
に
お
け
る
ハ
l
ン
と
ド
ゥ
グ
ラ
l
ト
家
と
の
闘
係
を
線
括
し
て
み
る
と
、
ド
ゥ
グ

ラ
l
ト
家
ア
ミ

I
ル
が
、
古
く
か
ら
の
「
ダ
ル
ハ
ン
」
と
し
て
の
吐
曾
的
身
分
、
さ
ら
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
「
ク

l
ル
カ

l
ン
」
と
し
て
の

さ
て
、

そ
れ
を
保
持
し
績
け
、

ハ
l
ン
の
推
戴
者
と
し
て
、

ま
た
イ
ス
ラ

I
ム
教
受
容
の
先
達
と
し
て
、
他
の
諸
ア
ミ

l
ル
よ
り
一
段
と
ぬ
き
ん
出
た

- 9一

地
位
を
し
め
、

そ
の
特
権
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
如
く
、
政
治
的
・
祉
曾
的
活
動
に
お
い
て
、

ハ
l
ン
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
権
限
を
行
使
し
て

い
た
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
ハ

l
ン
の
楼
威
は
、
必
ず
し
も
紹
封
的
な
も
の
と
は
み
な
し
得
な
い
。
私
は
こ

の
権
威
の
弱
さ
が
、
や
が
て
こ
の
地
に
イ
ス
ラ
l
ム
教
聖
職
者
を
中
心
と
す
る
所
謂
「
紳
聖
園
家
」
を
成
立
せ
し
め
た
一
つ
の
大
き
な
要
因
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る

(2) 

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
問
題

十
五
世
紀
の
後
宇
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
は
さ
ら
に
東
西
に
分
裂
し
、
東
部
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
に
、

西
部
は
カ

l
シ
ュ
ガ
ル
に
操
る
よ
う

に
な
る
w

」
の
事
質
か
ら
み
て
も
、

汗
家
と
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
と
の
閥
係
が

汗
園
史
研
究
に
於
い
て

一
つ
の
重
要
な
テ

l
マ
で
あ
る
事

9 

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
が
、
如
何
な
る
経
緯
を
経
て

ト
ゥ

ル
フ
ァ

l
ン
に
接
る
に
至
っ
た
か
は
、
未
だ
必
ず
し
も
明
ら
か
で
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争
点

h

ム
、

'u
・7

L

叶
::<:J 

に
援
れ
ば

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
を
征
服
し
、

同

そ
の
住
民
を
全
て
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
と
な
し
た
と
い
う
コ

7、こ こ
如 の
く ヒ
でズ
あル
る・
が同 ホ

同 ジ
時 ャヒ

に fF^ 
Uこ ノレ

iホ
征 I

服ジ
の γ

車 汗

貴 司
1う1

「
西
域
番
園
志
」
の
記
載
を
通
じ
て
も
誼
明
さ
れ
る
事
は
、
既
に
松
村
氏
の
述
べ
ら
れ

「
西
域
番
園
志
」
に
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ
l
ン
に
つ
い
て
、

ム
l
ル
朝
の
透
明
使
節
の
記
録
に
も
「
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
住
民
の
大
部
分
は
偶
像
教
徒
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
き
な
偶
像
寺
院
が
あ
る
」
と
み

同

，

え
る
よ
り
す
れ
ば
、
そ
の
征
服
が
、
軍
に
間
接
的
支
配
を
も
た
ら
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
事
を
推
定
せ
し
め
る
。
所
が
、
今
問
題
に
し
て
い
る

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
事
情
に
一
つ
の
襲
化
が
お
こ
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。

ト
ゥ
ル
フ
ァ

1
ン
の
支
配
階
級
が
ど
の
様
な
者
達
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
に
は
、
貫
録
に
-
記
載
さ
れ
た
ト
ゥ

「
信
仰
法
、
借
寺
居
多
」

と
記
さ
れ

ま
た
か
の
チ

こ
の
時
代
の
、

ル
フ
ァ

l
ン
よ
り
明
廷
へ
の
遺
使
来
貢
者
を
調
べ
る
事
が
、
最
も
適
切
な
方
法
で
あ
る
の
で
、
今
そ
れ
を
こ
こ
ろ
み
て
み
る
と
、
永
築
五
年
、

そ
の
寓
戸
察
因
帖
木
見
が
遺
使
来
貢
し
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
六
年
に
は
信
古
肺
刺
失
里
、
七
年
に
は
千
戸
難
帖
木
見
、
九
年
に
は
再
び
古

肺
刺
失
里
、
十
一
年
に
は
ま
た
饗
因
帖
木
見
が
そ
れ
ぞ
れ
来
貢
し
、
十
三
、
十
四
、
十
七
年
に
も
、
名
前
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
使
節
が

10ー

明
廷
に
到
着
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
十
年
に
な
る
と
、
都
督
安
吉
見
〔
察
〕
が
、
二
十
二
年
に
は
都
督
速
寄
、
ヰ
ア
吉
見
察
が
来
貢
し
、
速
寄

(
鎖
俗
)
の
親
族
は
宣
徳
元
年
、
二
年
、
三
年
、
四
年
に
、
安
吉
見
察
と
そ
の
親
族
は
洪
岡
山
元
年
、
宣
徳
元
年
、
三
年
に
来
貢
し
て
お
り
、
、F

」

れ
ら
の
他
に
も
、

宣
徳
二
年
に
は
償
義
国
買
が

一
年
に
は
千
戸
他
力
肺
敏
何
禿
が

元
年
、

四
年
に
は
国
師
把
刺
馬
刺
失
里
が
来
貢
し
て
い

る
そ
の
出
自
は
と
も
か
く
と
し
て

こ
れ
ら
の
来
貢
者
逮
こ
そ
、
首
時
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
l
ン
の
支
配
者
逮
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
仇
、
貫
録
宣

徳
九
年
十
月
乙
丑
の
傑
を
み
る
と
、

土
魯
番
域
合
人
卜
畑
川
見
等
率
妻
子
来
錦
、
奏
願
居
京
自
効
、
命
卜
畑
川
見
矯
正
千
戸
、
賜
冠
帯
金
織
襲
衣
綜
幣
紗
絹
布
花
有
差
、
的
命

有
司
給
房
屋
器
物
、
ト
畑
川
見
者
己
故
都
督
余
事
予
吉
見
察
之
子
、
初
予
士
口
見
察
居
土
魯
番
城
、
矯
歪
思
王
所
逐
、
錆
附
来
京
。



と
あ
り
、
先
の
来
貢
者
と
し
て
し
ば
し
ば
み
え
る
予
吉
見
察
が
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
塵
迫
を
受
け
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

i
ン
よ
り
明
に
釆
掃
し
て
い
た

事
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
来
舗
の
事
質
は
、
貫
録
宣
徳
五
年
七
月
丁
巳
の
傑
に
、

土
魯
番
城
頭
目
都
督
余
事
者
ノ土
ロ
見
察
奏
、
臣
率
家
麗
来
朝
、
願
居
京
師
以
圃
報
効
、
上
嘉
其
誠
、
従
之
、
賜
金
織
文
締
襲
衣
、
命
行
在
工

部
奥
居
第
什
器
等
物
、
戸
部
給
俸
棟
。

と
あ
る
如
く
、
宣
徳
五
年
(
一

四
三
O
)
の
事
件
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
貫
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宣
徳
五
年
を
中
心
に
し
て
、
四
年
九
月
に
は

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
指
揮
余
事
愛
鬼
着
見
等
が
、
五
年
六
月
に
は
愛
鬼
着
見
の
部
下
恰
因
虎
里
等
が
、
ま
た
同
年
九
月
に
は
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l

ン
の
回
回
撒
都
等
が
、
十
二
月
に
は
ル
ク
チ
ェ
ン
の
高
戸
阿
黒
把
失
等
十
六
人
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
指
揮
食
事
猛
寄
帖
木
見
等
三
十
八
人

が
、
六
年
二
月
に
は
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
胡
馬
見
合
等
が
、
七
年
八
月
に
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
舎
人
陳
躍
等
が
、
八
年
正
月
に
は
ト
ゥ
ル

フ
ァ

l
ン
の
回
回
借
海
失
都
が
、
十
月
に
は
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
回
回
伯
顔
帖
木
見
等
が
そ
れ
ぞ
れ
明
廷
に
来
踊
し
、
京
師

・
甘
州
に
居
住
す

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
支
配
階
級
の
、
家
族
郎
黛
を
率
い
て
の
、
大
量
の
し
か
も
連
績
し
た
来
錦
は
、
首
然
ト
-q
ル
フ
ァ

l
ン
に
お

け
る
大
き
な
饗
革
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
私
は
、
そ
れ
を
先
の
予
士
口
見
察
の
来
婦
と
同
様
に
、

、ヴ
ア
イ
ス
汗
の
ト
ゥ
ル

右
の
如
く
、

-11一

る
事
を
許
さ
れ
て
い
る
。

フ
ァ

l
ン
進
出
の
錦
結
と
解
揮
し
た
い
。

叶
，H
N

・
に
は
、

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
攻
撃
を
停
え
た
記
事
は
み
え
な
い
が
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
に
は
水
が
乏
し
か
っ
た
。

〔
ヴ
ア
イ
ス
〕
汗
は
自
ら
耕
作
に
従
事
し
た
が
、
作
物
に
は
水
路

C
E
)
の
水
を
奥
え
ず
、

竪
坑
(
口
『凶}む
を
掘
っ
て
水
を
引
き
、
自
ら
の
作
物
を
潤
し
た
。

と
い
う
記
述
が
蔑
さ
れ
て
お
川
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
が
、
直
接
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
経
管
に
従
事
し
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
。

私
は
、
右
の
事
買
に
か
ん
が
み
、
汗
園
と
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
闘
係
を
衣
の
如
く
解
揮
し
た
い
。

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
は
、
既
に
ヒ
ズ
ル

・
ホ
l

11 

ジ
ャ
汗
の
時
代
か
ら
、
汗
闘
の
支
配
下
に
属
し
た
が
、

そ
の
.支
配
は
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
直
接
的
支
配
は
、
高
戸
等
の
肩
書
を
も
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っ
た
元
末
以
来
の
土
着
勢
力
の
掌
中
に
残
さ
れ
て
い
た
。
所
、が
、
こ
の
吠
態
は
、

ヴ
ア
イ
ス
汗
の

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
進
出
に
よ
っ
て
大
き
な
饗

革
を
こ
う
む
り
、

者
ノ士
口
児
察

・
速
寄
と
い
っ
た
土
着
勢
力
の
大
牢
は
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
に
留
り
え
ず
‘

中
園
へ
と
亡
命
し
た
。
こ
こ
に
於
い

て
、
以
後
の
諸
汗
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
に
擦
る
に
至
る
一
つ
の
下
準
備
が
完
了
し
た
。

(3) 

オ
イ
ラ
ー
ト
と
の
闘
係

モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
を
取
り
囲
ん
だ
諸
外
国
勢
力
を
列
奉
す
る
と
、
東
方
に
明
朝
、
西
方
に
チ
ム

l
ル
朝
、

南
方
に
分
裂
時
代
の
チ
ベ
ッ
ト
、
北
方
に
オ
イ
ラ

ー
ト
の
勢
力
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
勢
力
と
、
汗
固
と
の
闘
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い

同

テ
1
7
を
提
供
す
る
も
の

で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
オ
イ
ラ
ー
ト
と
の
闘
係
の
み
を
取
り
上
げ
る
事
に
し
た
い
。

叶閉山・

は
、
ヴ
ア

イ
ス
汗
の

カ
l
リ
l
マ
l
ク
。
劃
ピ
ヨ
凶
β

の

イ

i
サ

l
ン
・
タ

l
イ
シ

l

円
白
山
口
、
叶
山
広
古
に
封
す
る
戟
を
、

の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
事
項
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

十
五
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て

汗
の
事
蹟

こ
こ
に
い
う
カ

l
リ
l
マ
l
夕
、か、

カ
ル
ム

ッ
ク

・
カ
ル
マ

ッ
ク
と
同
様
に
、
蒙
古
史
料
に
み
え
る

り

rzロ
0
1
3
L、
中
園
史
料
に
み

- 12-

え
る
瓦
刺
と
同

一
の
封
象
を
指
す
事
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

ま
た
イ

l
サ

l
ン
・
タ

l
イ
シ
ー
が
、
何
回
叩
ロ
、
吋
但
1
巴
・
也
先
太
師
に
嘗
る
事
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ア
イ
ス
汗
は
熱
烈
な
イ
ス

ラ
l
ム
教
徒
と
し
て
、
異
教
徒

(-gp同)
た
る
カ

l
リ
i
マ
l
グ
に
封
し
六
十

一
度
に
わ

帥

た
る
聖
戦

(E
M
E
)
を
敢
行
し
、一

度
を
除
き
全
て
敗
北
し
た
と
い
う
。
こ
の
六
十

一
な
る
数
字
は
、
に
わ
か
に
は
信
用
し
難
い
が
、
そ
の
内

の
三
つ
が
、
次
に
記
す
イ

l
サ

l
ン
・
タ

l
イ
シ

l
(
以一
u
hLセ
ン
)
と
の
戟
で
あ
る
。

同

宮
町
ロ
何
回
、

E
の
戦
。
ヴ
ア

イ
ス
汗
は
戟
に
敗
れ
、

、H，H
N

・
に
よ
る
と
、

① 

エ
セ
ン

の
前
に
ひ
き
出
さ
れ
た
が

エ
セ
ン
は

ヴ
ア
イ
ス
が
チ
ン
ギ
ス
汗
の
後

G、〆

P 葡
Eト た
貯る

ち雪
の {~

戦闘之
で

ヴ、

ア

イ

ス
t主
再
び
敗
れ
た
カl

こ
れ
を
樺
放
し
た
。

か
ら
く
も
〉
F
ZY
河
を
渡

っ
て、

オ
イ
ラ
ー
ト

の
泊
，撃
を
の
が
れ
た
。

@ 

、H
E
Eロ
附
近
の
戟
。
ヴ
ア
イ
ス
は
ま
た
し
て
も
敗
れ

エ
セ
ン
の
捕
虜
と
な

っ
た
が
、
自
ら
の
姉
妹

マ
フ
ト

ゥ
l
ム
・
ハ

l
-
一l
ム



冨但
r
r
z
g
r
r
m同ロ
E
を
エ
ゼ
ン
に
奥
え
る
事
に
よ

っ
て
裡
放
さ
れ
た
。

そ
の
父
ト
ガ
ン
の
位
を
縫
い
で
北
ア
ジ
ア
の
覇
者
と
な
っ
.た
の
は
、

ま
た
ヴ
ア
イ
ス
の
在
位
期
間
が
、
一
四
一
七
年
か
ら
一
四
三
二
年
の
聞
で
あ
っ
た
事
(
後
述
)
か
ら
み
る
と
、

の
戟
は
、
嘗
然
エ
セ
ン
の
襲
位
以
前
の
事
件
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
襲
位
以
前
の
エ
セ
ン
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
中
園
・
蒙
古
の

雨
史
料
共
ま
っ
た
く
記
載
を
続
き
、
右
の
叶
戸
の
記
述
が
、
そ
れ
を
俸
与
え
た
唯
一
の
史
料
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
を
た
だ
ち
に
信
用
す
る

事
に
は
、
若
干
の
爵
踏
を
禁
じ
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
時
代
を
中
心
と
し
た
汗
固
と
オ
イ
ラ
ー
ト
等
蒙
古
諸
部
族
と
の
閥
係
を

概
観
す
る
事
に
よ
っ
て
、
南
者
の
戟
の
存
在
の
可
能
性
を
推
定
す
る
事
に
し
た
い
。

ま
ず
、
貫
録
に
よ
っ
て
こ
れ
を
み
る
と
シ
ャ
マ

l
イ
・
ジ
ャ
ハ

l
ン
汗
は
、
恰
密
の
忠
順
王
安
克
帖
木
見
を
毒
殺
し
た
鬼
カ
赤
を
討
伐
し
て

い
る
し
(
時
間
一
一
配
鮮
問
)
、
永
…
築
六
年
頃
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
汗
と
な
っ
た
本
雅
失
里
は
、
永
築
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
汗
圏
内
に
留
っ
て
い
た
(
一
議
一

時
一
世
間
…
)
。
ま
た
、
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
は
、
永
幾
九
年
間
十
二
月
己
卯
の
慌
に
、

遺
給
事
中
侍
安
等
迭
別
失
八
里
使
臣
馬
黒
肺
等
還
、
以
瓦
刺
使
者
言
別
失
八
里
王
馬
恰
麻
将
襲
其
部
落
、
就
命
安
等
賛
勅
稔
馬
恰
肺
目
、

近
瓦
刺
遺
使
言
、
王
欲
襲
其
部
落
、
信
有
之
乎
、
(
中
略
〉
仰
賜
馬
恰
腕
金
織
綜
幣
四
十
表
一
裏
一
。

U 
さ
て

オ
イ
ラ
ー
ト
の
ユ
セ
ン
が
、

一
四
三
九

l
四
O
年
頃
の
事
で
あ

叶
H
N
.

に
記
さ
れ
た
雨
者

qa 

と
あ
る
如
く
、
オ
イ
ラ
ー
ト
攻
撃
を
計
量
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
は
、
永
築
十
九
年
八
月
壬
辰
の
傑
に
、

太
監
海
童
・
指
揮
白
忠
等
還
自
瓦
刺
言
、
亦
力
八
里
王
歪
思
輿
賢
義
王
太
卒
構
兵
戟
互
有
勝
負
、
上
回
、
夷
秋
針
狼
不
可
信
也
、
勅
透
終

巌
備
禦
。

と
あ
る
如
く
、
こ
の
頃
恰
密
附
近
に
出
動
し
て
い
た
オ
イ
ラ
ー
ト
の
賢
義
玉
大
卒
と
戟
を
交
え
て
い
る
。

一方、

H
，

m-
を
み
る
と
、

ヴ
ア
イ
ス
を
嗣
い
だ
イ
l
サ

l
ン
・
プ

l
ガ
l
汗
統
治
時
代
の
初
期
|
|
こ
れ
は
エ
セ
ン
の
襲
位
前
後
の
頃
と

13 

思
わ
れ
る
が
|
|
汗
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
ウ
イ
グ
ル
族
出
身
の
一
ア
ミ
l
ル
を
寵
愛
し
た
震
に
、
他
の
ア
ミ
l
ル
達
の
不
興
を
買
い
、

l
ル
還
が
、
そ
の
一
ア
ミ
l
ル
を
殺
し
て
各
地
に
離
散
し
た
事
貫
を
記
し
て
、

ア
ミ



14 

ジ
ャ
ラ
l
ス
と
パ

l
リ

ン
族
の
ア
ミ

l
ル
達
は

カ
ル
マ
l
ク

O
白
}HUE-の
長
た
る
イ
l
サ
l
ン
・

タ
l
イ
シ
l
の
子
ア
マ
l
サ
l
ン

ジ
l
・
タ
l
イ
シ
l
の
所

へ
行
っ
た
。

と
し
い

ま
た
こ
の
事
件
に
際
し
て

ア
ミ

l
ル
の
一
人
ハ
ッ
ク

・
バ
ル
デ
ィ

・ベ

グ
ジ
ッ
ク
は
、
イ
シ

ッ
ク

・
ク
ル
内
の
島
に
家
族
を
移
し

T乙
tJ'、、

カ
ル
マ
l
ク

O
巳

5
2ー
の
墜
迫
か
ら
〔
家
族
を
〕
安
全
に
す
る
震
で
あ

っ
た。
、

哨
岬

と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

こ
の
様
に
み
て
く
る
と
、
十
五
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、

オ
イ
ラ
ー
ト
の
一
部
が
、
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
方
面
で
活
動
し
て
い
た
事
が

lま

ぼ
確
か
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
従

っ
て、

ヴ
ア
イ
ス
と
エ
セ
ン
の
戟
も
、
存
在
し
た
も
の
と
考
え
て
誤
り
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

エ
セ
ン
と
ヴ
ア
イ
ス
の
戟
に
つ
い
て
は
、
買
は
こ
れ
以
上
何
も
明
確
に
は
し
が
た

い
が
、
興
味
深
い
の
は
、

そ
の
戟
の
も
た
ら
し
た
一
つ
の

- 14-

結
果
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

H，
閉
山

同

に
日
く
、

こ
の
頃
、

ア
マ

l
サ
l
ン
ジ
l
・
タ
l
イ

シ

l
〉
日
山
田
町
古
出
吋

m
r
E
(イ
l
サ
l
ン

・
タ
l
イ
シ

1
の
息
子
、

イ
ー
サ
l
ン
・
タ
l
イ
シ

ー
に
つ
い
て
は

ヴ
ア
イ
ス
汗
に
関
連
し
て
肱
述
し
た
〉
が

モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
に
至

っ
た
。
イ
ー
サ

l
ン

・
タ
l
イ
シ

l
は
マ
フ
ト

ゥ
l
ム

・
ハ
l
ニ

l
ム

(
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
命
の
代
償
た
る
そ
の
姉
妹
)
を
彼
〔
ア
マ
l
サ

l
ン

ジ
l
〕
に
奥
え
、
彼
は
、
彼
女
に
よ
っ
て

二
人
の
息
子
と
一
人
の
娘
を
得
た
。
ヴ
ア
イ
ス
汗
は

マ
フ
ト

ゥ
l
ム
・
ハ
l
ニ

l
ム
を
奥
え
る
に
際
し
て
、

そ
の
義
兄
弟
(
針
ヨ
包
)

を
イ
ス

ラ
l
ム
教
徒
た
ら
し
め
た
の
で
、
彼
等
は
イ
ス
ラ

l
ム
教
徒
の
慣
例
に
従

っ
て
結
婚
し
た
。
ハ

l
=
l
ム
は

そ
の
従
者
達
を
イ

ス
ラ
l
ム
教
徒
と
な
し
、

そ
の

二
人
の
息
子
を
イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム

F
L
E
S、
イ
ル
ヤ
l
ス
ロ
乱
回
と
名
付
け
、
そ
の
娘
を
ミ
l
ル
・
カ

リ
l
ム

・
パ
ル
デ
ィ
l
宮
町
関
白
吋
回
目
切
阻
止
聞
に
よ

っ
て、

カ
l
デ
ィ
ル
・
パ
ル

d

ア
ィ
l
v
ミ
l
ル
ザ
i

。
包
可
回
日
円
山
間
宮
町
N

聞
と

名
附
け
た
。
イ
ス
ラ

l
ム
数
へ
の
改
宗
が
、

イ
ブ
ラ

l
ヒ
l
ム
・
ウ
ン

H
V円
削

E
g
dロ肉、

イ
ル
ヤ

l
ス
・
ウ
ン

ロ
u
b
白
白
ロ
m
と
ア
マ



ー
サ
l
ン
ジ
l

・
タ
l
イ
シ
ー
と
の
紛
争
の
原
因
で
あ
っ
た
。
(
カ
l
リ
l

マ
l
ク
語
で
、ハ

l
ン
の
子
息
を
ウ
ン

C
ロ
m
〔
〈
巧

g
m
王〕

と
い
う
)。

が、

イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム
・
ウ
ン
、
イ
ル
ヤ
l

ス
・
ウ
ン
と
共
に
留
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
園
を
の
が
れ
て
、

ア
マ

l
サ
l
ン
ジ
l

・
タ
l
イ
シ

1
は
彼
等
か
ら
の
が
れ
、

三
百
高
人
と
共
に
壬
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
に
至
り
、

百
八
十
高
人

の
汗
と
宇
い
、

一
高
人
と
共
に
中
園
透
境

S
E
U仏ム

W
E芯
む

〔
そ
の
後
〕
こ

の
二
人
は
カ
l
リ
l

マ
l
グ

へ
至
っ
た
。
兄
弟

〔
と
ア
マ

l
サ
l
ン
ジ
l
と

の
〕
聞
の
不
和
は

八
七
三
年
の
ド
ゥ
l
ス
ト
・
ム
ハ

ン
マ
ッ
ド

ロ

o
a
E
C
Y
H
W
B自由門戸

汗
、
の
死
よ
り
前
の
事
で
、

-
ウ
ン

と
イ
ル
ヤ
l
ス
・
ウ
ン
の
逃
亡
と
中
園

へ
の
到
来
は
、
恐
ら
く
は
九

一
O
年
以
前
の
事
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
、
共
に
中
国
で
死

イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム

ん
だ
。

イ
ブ
ラ
l
ヒ
l
ム
は
、
バ

l
プ
l
ラ
l
イ
切
山
σ巴
台
と
い
う
名
の
息
子
を
残
し
た
が
、
そ
の
子
孫
は
現
在
で
も
そ
こ
に
居
っ
て
、

や
は
り
バ

l
ブ
l
ラ
l
イ
と
い
う
閉
じ
名
を
名
の
っ
て
い
る
。

さ
て
、
右
の

叶列・

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
兵
数
に
つ
い
て
の
誇
張
は
と
も
か
く
と
し
て
、

ヴ
ア
イ
ス
汗
が
先
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
l
ン
附
近
で
の

師
と
の
聞
に
生
れ
た
子
が
、

イ
ブ
ラ
l
ヒ
l
ム
王
と
イ
ル
ヤ
l
ス
王
で
、

や
が
て
雨
人
が
、

イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
で
あ
っ
た
が
故
に
、

そ
の
父
ア

F
h
1
v
 

戟
に
於
い
て
、
自
ら
の
生
命
の
代
償
と
し
て
エ

セ
ン

に
輿
え
た
所
の
マ
フ

ト
ゥ
l
ム
・
ハ

l
ニ
l
ム
と
、

エ
セ
ン

の
子
ア
マ

l
サ
l
ン
ジ
l
太

マ
l
サ
l
ン
ジ
!
と
の
聞
に
不
和
を
生
じ
、
後
者
は

モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
に
至

っ
た
が
、
そ
の
後
、

イ
ブ
ラ
l
ヒ
l
ム
等
と
カ
l
リ
l

マ
l
ク

の
汗
と
の
間
で
字
が
あ
り
、
震
に
イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム
等
は
中
園
の
透
境
に
至
り
、
後
そ
こ
で
残
し
、

し
か
も
そ
の
子
孫
は
、

十
六
世
紀
の
中
葉

に
至
る
ま
で
、
そ
の
地
に
居
た
と
い
う
事
買
を
、知
る
事
が
出
来
る
。

一
方
、
貫
録
を
み
る
と

弘
治
五
年
十
月
乙
卯
の
傑
に

恰
密
忠
順
王
快
巴
既
襲
封
蹄
園
、
奥
野
也
克
力
奴
禿
卜
花
台
ト
之
女
結
婚
、
其
隣
部
亦
刺
思
王
・
亦
不
刺
因
玉
、
率
其
頭
目
鎖
和
台
卜
・

卒
章
満
可
知
院
左
右
之
各
遣
人
奏
其
事、

因
乞
結
婚
財
曜
弁
賞
賜
。

と
あ
り

ま
た
弘
治
八
年
六
月
甲
寅
の
陳
に
も
、

15 

北
虜
野
包
克
力
之
地
、
其
信
長
日
亦
刺
思
王、

日
浦
寄
王、

日
亦
不
刺
因
玉
、
各
遺
其
頭
目
川
寄
見
等
三
十
四
人
数
粛
州
塞
、
言
震
趨
北



と
み
え
る
。

大
達
子
劫
殺
、
欲
避
之
近
遼
住
牧
、
恐
中
園
不
信
、
乞
容
入
貢
及
互
市
ョ

「
亦
不
刺
因
王
」
が
、

こ
の
史
料
に
み
え
る

後
に
ダ
ヤ
ン
汗
の
遠
征
を
受
け
た
有
名
な

「
亦
卜
刺
」

(
蒙
古
源
流
の

亦
卜
刺
を、

同
ゲ
臼
H
M
W
F

16 

、H
，

g己
包
)

夙
に
和
国
消
博
士
の
指
摘
せ
ら
れ
た
所
で
あ

っ
て、

崎
明

〈冨
巾
]
内
ロ
ロ
)
部
出
身
と
み
な
さ
れ
て
い
る

v

さ
ら
に
、
貫
録
に
は
、

嘉
靖
三
年
十
一
月
己
巳
の
慌
に、

と
同
一

人
た
る
事
は

尊
士
主

1
:』

右
の
史
料
か
ら
、

也
克
力

兵
科
都
給
事
中
鄭
白
壁
の
言
を
の
せ

て

達
賊
亦
卜
刺

・
阿
爾
禿
斯
鼠
伏
西
海
、
尤
蹴
兇
帯
、
奥
土
魯
番
二
酋
先
世
親
族
。

と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
亦
ト
刺
H
亦
不
刺
因
王
は
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
二
歯
、
す
な
わ
ち
ヴ

ア
イ
ス
汗
の
孫
ス
ル
タ

l
ン
・

ア
フ
マ

ッ
ド
汗
、
及
び
ア
フ
マ
ッ
ド
の
子
チ

l
ン
・
テ
ィ

l
ム
l
ル
と
親
族
関
係
に
あ

っ
た
事
が
知
ら
れ
る
。

さ
て

こ
こ
で
右
の
貫
録
の
三
つ
の
記
事
と
、
先
の

、H
，H
F

の
記
事
を
比
較
し
て
み
る
と
、

、叶河・

に
み
え
た
二
王
の
氏
名
と
、

ま
た

、H
，

m-
に
二
王
が
中
園
遊
境
へ
逃
亡
し
た
と
い
う
「
回
暦
九
一

O
年
(
一日
∞
問
、
t
)

以
前
」

は
、
貫
録
に
二
王
の

「
弘
治
五
年
(
一

四
九
二
)
」
に
一
致
し
、
ま
た
そ
の
登
場
の
舞
肇
た
る
「
中
園
の
遊
境
」
は
、
貫
録
の
「
?
ミ
附
近
」

貫
録
の
そ

p
h
u
 

'
E
4
 

れ
は
完
全
に
一
致
し、

登
場
す
る

に
一
致
す

る
。
し
か
も
、

叶河・

に
記
さ
れ
た
イ
プ
ラ

l
ヒ
l
ム
の
出
自
は
、
貫
録
の
「
先
世
親
族
」
な
る
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
叶
戸

の
二
王
と
、
貫
録
の
二
王
が
、
同
一
人
た
る
事
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て

イ
ブ
ラ

l
ヒ
l
ム
は
、
従
来
考
え

ら
れ
て
来
た
如
く
、
単
な
る
メ
ク
リ
ン
部
の
出
身
者
で
は
な
く
し
て

エ
セ
ン
の
孫
で
あ
り

ヴ
ア
イ
ス
の
甥
で
あ

っ
た
。
彼
は

オ
イ
ラ
ー

ト
内
部
に
お
け
る
紛
争
の
結
果
、
そ
の
兄
弟
の

イ
ル
ヤ

l
ス
王
と
共
に

ハ
ミ
附
近
に
至
り

メ
ク
リ
ン
部
の
曾
に
迎
え
ら
れ
、

以
後
徐
々
に

る
。
そ
し
て
、
我
々
は ダ

ヤ
ン
汗
の
丞
相
に
ま
で
築
達
し
、
後
に
は
汗
と
封
立
す
る
勢
力
と
な

っ
て
、
汗
の
遠
征
を
う
け
る
事
と
な

っ
た
の
で
あ

ア
マ
!
サ

l
ン
ジ

l
太
師
の
存
在
を
確
認
出
来
る
で
あ
ろ
か
。
彼
の
名
が
、
中
国
の
史
料

エ
セ
ン
の
子
息
と
し
て
、

力
を
た
く
わ
え
て
、

に
護
見
出
来
な
い
の
は
、
そ
の
活
動
の
舞
蓋
が
、
主
に
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
等
の
西
方
域
に
置
か
れ
て
居
て
、
中
園
と
交
渉
を
も
た
な
か
っ
た

震
で
あ
ろ
う
と
思
う
。



尚
、
右
の
イ
プ
ラ
l
ヒ
l
ム
の
出
自
は
、
従
来
、
西
方
出
身
と
し
か
確
言
出
来
な
か
っ
た
蒙
古
の
大
曾
ベ
ケ
リ
ス
ン
・
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
等

の
出
自
を
考
え
る
上
に
、
若
干
の
参
考
に
な
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
残
年

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
残
年
は
、
従
来
回
暦
八
三
二
年
(
一
四
二
八
上
一
九
)
と
す
る
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
旬
。

而
し
て
、

こ
の
定
設
の
根
擦
は
、

主
に
次
の
二
貼
に
置
か
れ
て
い
た
。

ー
ヌ
ス
十
三
歳
の
年
は
、

ω明
史
別
失
八
里
俸
に
、

〔
宣
徳
〕
三
年
、

ヴ
ア
イ
ス
汗
は
そ
の
死
袈
に
際
し
二
子
を
遺
し
た
。
長
子
を
・ュ
l
ヌ
ス

同

に
記
さ
れ
て
い
る
事
。

ペロロ
5
と
云
い
、
時
に
十
三
歳
。
市
し
て
、

;:L 

ω吋
M
N

・
に
よ
れ
ば
、

回
暦
八
三
二
年
に
あ
た
る
と
寸
戸

〔
歪
思
〕
貢
駐
馬
、
命
指
揮
昌
英
等
賞
璽
書
綜
幣
報
之
、
時
歪
思
連
歳
貢
、
市
其
母
鎖
魯
檀
恰
敦
亦
連
三
歳
来
貢
、
歪
思

n
i
 

卒
、
子
也
先
不
花
嗣
。

と
み
え
る
が
、
こ
の
記
事
を
、
プ
レ
ヴ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
l
氏
が
、

そ
の
「
中
世
史
研
究
」
の
中
で
、

F
Z
2
5
5
f
当
早
臼
N
.
8ロ件同
H
2
5
E
J
E
E
g
Z
岳
町
の

E
5
8
8
5
σ

白血門

E
色白

o
r
2
5
0
F
F
F
Z
Bペ
ロ
ロ
回
目

宮
口

(ω
三
gロ
阿

P
丘ロロ〉・

同ロ

E
N∞
巧

早

田

N
W

門
出
冊
子
宮
内
凶
唱
曲
印
回
口
口
口
町
四
円
凶
包
ゲ
可
げ
町
田
印

o
p

J

へ
や
印
ロ
ロ
ゲ
ロ
'rc白・

と
課
出
し
、

こ
れ
を
利
用
し
た
エ
リ
ア
ス
氏
等
は
、
中
園
史
料
に
も
ヴ
ア
イ
ス
の
死
が
一
四
二
八
年
と
記
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
事
。

私
は
、
後
述
す
る
如
く
、

ヴ
ア
イ
ス
の
残
年
に
つ
い
て
、
こ
の
定
説
と
は
異
っ
た
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、

ま
ず
、
右
の
二
黙
を
検
討

し
て
み
る
事
に
し
よ
う
。

第
一
軸
に
つ
い
て
。

ミ

l
ル
ザ
l

・
ハ
イ
ダ
ル
に
よ
れ
ば
、

回
暦
入
三
二
年
と
い
う
年
は
、

17 

回
暦
入
三
二
年
に
起

っ
た
こ
の
惨
事
は
、
今
日
に
至
る
迄
、

モ
グ

l
ル
の
間
で
一
つ
の
エ
ポ
ッ
タ
と
な
っ
て
い
る
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
如
旬
、
中
央
ア
ジ
ア
の
蒙
古
人
遂
の
聞
で
、
な
が
く
語
り
停
え
ら
れ
る
程
の
重
大
な
事
件
の
起
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
事

崎

件
と
は
、
女
の
事
貰
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
震
後
、
そ
の
汗
位
縫
承
を
め
ぐ
っ
て
、
汗
の
二
子
ユ

l
ヌ
ス
、
イ
ー
サ
l

そ
の
支
持
者
逮
は
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
亡
命
し
、 モ

グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
の
有
力
な
ア
ミ

1
ル
遠
の
多
く
が
、
後
者
を
支
持
し
た
震
に
、

そ
の
支
配
者
ウ
ル
グ

・
ベ
グ
の
援
助
を
求
め
た
。
市
し
て
、
ウ
ル
グ

・
ベ
グ
は
、
姦
計
を
用

ユ

l
ヌ
ス
ル
」

ン
・
ブ
l
ガ

l
の
聞
に
紛
字
が
起
っ
た
が

い
て

ユ
l
ヌ
ス

の
支
持
者
逮
を
殺
害
し

ユ
l

ヌ
ス
を
テ
ィ
l

ム
ル
朝
領
内
の
西
方
域
に
追
放
し
、
震
に

ユ
l

ヌ
ス

は、

こ
の
時
よ
り
十
数
年

問
、
異
郷
に
滞
在
す
る
事
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。

然
る
に

「
バ
ブ
ル

・
ナ
l
マ
l
」
に
は

こ
の
事
件
の
概
容
を
記
し
た
後
に
、

彼
〔
ウ
ル
グ

・
ベ
グ
〕
は

〔ユ

l
ヌ
ス
〕
汗
を
イ
ラ
l
ク
へ
透
っ
た
。
そ
れ
故
、

ユ
l
ヌ
ス
汗
は
タ

e

フ
リ
ー
ズ
に

一
年
以
上
留
っ
た

Q

(
中
略
)
彼
は
、

そ
こ
か
ら
シ
l
ラ
l
ズ
に
至
っ
た
。
嘗
時
シ
l
ラ
l
ズ
を
、

シ
ャ
l

ル
フ

・
ミ
l
ル
ザ
l
の
次
子
イ
ブ
ラ
l
ヒ
l

ム・

ス
ル
タ

l
ン
・
ミ
l
ル
ザ
ー
が
支
配
し
て
い
た
。
イ
ブ
ラ
l
ヒ
l

ム
・
ス
ル
タ
l

ン
は
、

ユ
l
ヌ
ス
の
到
着
後
五

・
六
ヶ
月
の
内
に
裂
し

-18一
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刷

と
み
え
て
お
り
、

同

ホ
I
ン
デ
ミ
l
ル
の

「
ハ
ビ
l
ブ
ヴ
シ
ャ
l
ル
」
の
記
述
も
、
全
く
こ
れ
と
一
致
し
て
い
る

c

こ
の
記
事
に
み
え
る
イ
ブ
ラ
l
ヒ
l

ム
・
ス

ル
タ
l

ン
の
残
年
は
、
バ
ル
ト
リ
ッ
ド
氏
の
説
か
れ
る
如
く
、

回
暦
八
三
八
年
(
一
四
三
五
)

で
あ
り
、
従
っ
て
問
題
の
事
件
は
、
バ
ブ
ル
及
び
ホ

I
ン
デ
ミ
l
ル
に
よ
る
限
り
、

帥

あ
る
。

回
暦
八
三
六
年
(
一
四
三
二
l
一三ニ
〉
で
あ
っ
た
は
ず
で

こ
の
年
代
と
、

叶
H
N

.

の
い
う
八
三
二
年
と
の
聞
に
は

相
嘗
の
ひ
ら
き
が
あ
り

た
だ
ち
に

吋
河
内
の
年
代
合
一採
用
す
る
事
は

き
わ

め
て
危
険
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

ユ
l
ヌ
ス
の
行
動
を
、

そ
の
年
齢
に
基
ず
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
彼
が
、

、
l
ル
ザ
l

・
ハ
イ
ダ
ル
は
、

同

ュ
l
ヌ
ス
二
十
四
歳
の
年
と
し
て
記
す
シ
ャ
ラ
フ
ッ
デ
ィ

l
ン

ω
r
R
t
巳
B
U
S
の
残
年
は
、

あ
旬
。

而
し
て
、

従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば

回
暦
入
五
八
年
で

ハ
イ
ダ
ル
の
い
う
如
く
、

ユ
l
ヌ
ス
十
三
歳
の
年
が
八
三
二
年
で
あ
れ
ば

二
十
四
歳
の
年
は

八
四
三
年
で
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
こ
の
八
四
三
年
と
八
五
八
年
の
聞
に
も
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
ひ
ら
き
が
あ
り
、
叶
戸

の
三
つ
の
数
字
の
い
ず
れ
か
が
誤
っ
て
い
る
事
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

か
く
み
て
く
る
と
、
定
説
の
根
擦
の
第
一
貼
は
、
あ
ま
り
確
貫
な
も
の
で
は
な
い
事
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
第
二
貼
は
如
何
。

貫
録
に
よ
る
と
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
は
、
明
史
別
失
八
里
俸
に
も
-
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
宣
徳
三
年
正
月
、
使
を
遣
わ
し
て
駐
馬
を
貢
し
て
い
る

が
、
買
は
、
そ
の
後
も
、
五
年
十
二
月
、
六
年
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
遺
使
来
貢
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
明
俸
の
「
査
思
卒
」
な
る
一
句
は
、
車

の
い
う
十
三
歳
、

二
十
四
歳
、

八
三
二
年

に
宣
徳
三
年
の
傑
に
か
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ブ
レ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ダ
l
氏
の
記
述
は
、
全
く
の
誤
解
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
で
は
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
の
袈
年
を
何
時
と
考
え
る
の
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
か
。
貫
録
は
、

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宣
徳
七
年
十
月
庚
子
の
傑
に
、

」
の
問
題
に
闘
し
て
次
の
如
き
貴
重
な
記
述
を
残

上
以
、
亦
力
把
里
歪
思
王
母
能
敬
朝
廷
惰
職
貢
、
市
査
思
輿
其
子
撤
禿
不
睦
、
非
自
保
之
道
、
遺
勅
議
王
母
目
、
朕
恭
麿
天
命
、
緩
輯
古
両

方
、
欲
其
各
相
和
陸
、
永
安
生
業
、
爾
遠
在
西
部
、
歴
世
和
陸
、
老
能
撫
幼
、
少
能
事
長
、
故
享
一
服
長
久
、
比
聞
爾
子
歪
思
王
輿
王
子
撒

禿
不
陸
、
興
丘
ハ
相
残
、
深
篤
惜
之
、
自
古
骨
肉
相
残
、
未
有
能
長
享
富
貴
者
、
前
一事
己
役
不
足
論
、
今
宜
各
順
天
遭
、
韓
念
祖
宗
一
気
之

親
、
和
睦
如
初
、
庶
幾
老
者
得
終
天
年
少
者
得
途
其
生
、
五
遺
指
揮
雅
忽
等
、
賞
勅
識
意
、
尤
宜
約
束
所
部
保
境
値
民
使
命
往
来
道
路
無

不
惟
繭
子
孫
、
氷
謄
富
貴
、
部
属
之
人
亦
威
得
、
氷
享
稲
津
於
無
窮
、
弁
賜
王
母
及
王
王
子
撒
禿
綜
幣
表
裏
有
差
。
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翠
、
如
此
則
天
心
悦
監
、

と
み
え
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
宣
徳
七
年
(
一
四
三
二
〉
、
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン
で
は
、

ヴ
ア
イ
ス
汗
と
、

そ
の
子
撤
禿
と
の
聞
に
宇
が
勃

聾
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
が

一
瞳
「
撒
禿
」
と
は
何
者
で
あ
ろ
う
か
。

吋
列
・

t主

ヴ
ア
イ
ス
に
は

ユ

l
ヌ
ス
、

イ
ー
サ

l
ン
・
ブ

l
ガ

l
の
二
子
が
あ
っ
た
と
み
え
る
の
み
で
、
撒
禿
の
音
に
あ
た
る
名
を

ヴ
ア
イ
ス
汗
は
、
イ
シ
ッ
ク
・
ク
ル
附
近
に
お
け
る
サ

l
ト
ゥ
l
ク
ω
m
k
p
A

同

汗
と
の
戟
で
、
部
下
の
誤
っ
て
射
た
矢
に
あ
た
っ
て
残
し
た
事
を
俸
え
て
い
る
。
私
は
、
貫
録
の
「
撒
禿
」
は
、

も
っ
た
子
息
の
存
在
を
停
え
て
白い
な
い
。

然
る
に

H
，

m-
は、

19 

一
人
物
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
同
，
剛
山
・
に
よ
れ
ば

サ
l
ト
ゥ
l
ク
汗
は

ウ
ル
グ
・
ベ
グ
に
よ
っ
て
擁
立
せ
ら
れ
た
、

こ
の
サ
l
ト
ゥ
l
ク
汗
と
同

チ
ム

I
ル
朝
の
名
目
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的
な
諸
汗
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、

ウ
ル

グ

・
ベ
グ
は
、
彼
を
し
り
ぞ
け
、
他
の
人
物
を
そ
の
位
に
つ
け
、
彼
を
モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン

に
迭

っ
た

属
に
、
ヴ
ア
イ
ス
と
の
戦
が
生
じ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
従

っ
て、

チ
ン
ギ
ス
汗
の
子
孫
と
認
め
ら
れ
る
者
の
一

人
で
あ
っ

同

ヴ
ア
イ
ス
の
子
で
あ

っ
た
か
否
か
は
、
速
断
を
さ
け
ざ
る
を
得
ぜ
い
。

サ
I
ト
ゥ

l
ク
は
、

た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
彼
が
、

上
述
し
た
如
く
、

ゲ
ア
イ
ス
汗
の
残
後
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
起

っ
た
惨
事
の
年
代
に
つ
い
て
は

二
種
類
の
異
っ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い

た
。
今
、
こ

の
事
件
を
、
バ
ブ
ル
及
び
ホ
l
ン
デ
ミ

l
ル
に
よ

っ
て
回
暦
八
三
六
年
(
一

四
三
二

l
一
二
三
〉
の
出
来
事
と
み
な
し
、

ア
イ
ス

に
闘
す
る
貫
録
の
報
道
が
、
宣
億
七
年
(
一
四
三
ニ
)
の
記
事
で
終

っ
て
い
る
事
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
四
三
二
年
に
、

と
サ

l
ト
ゥ

l
ク
と
の
戟
が
勃
設
し
、
こ
の
戟
で
ヴ
ア
イ
ス
が
袈
し
た
と
い
う
結
論
が
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

ヴ

ヴ
ア
イ
ス

私
主

以
上
の
考
察
に
基
き
、

ヴ
ア
イ
ス
の
残
年
を
一
四
三
二
年
、

ユ

l
ヌ
ス
等
の
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
お
け
る
受
難
を
一
四
三
二
年
、
又
は

一
四
三
三
年
と
考
え
た
い
と
思
う
。

四

モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
の
文
化

- 20一

叶，
H
N
・

十
五
世
紀
初
頭
に
お
け
る
モ
グ

l
リ
ス
タ

ー
ン
の
文
化
に
つ
い
て
若
干
記
し
て
お
き
た
い
。

制

ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
の
事
蹟
を
述
べ
て
日
く
、

最
後
に
、

彼
の
祝
福
さ
れ
た
る
治
世
に

モ
グ
l
ル
・
ウ

ル
ス
の
ほ
と
ん
ど
が
、

イ
ス
ラ
l
ム
数
徒
と
な

っ
た
。
彼
が
、
モ
グ
l
ル
を
イ
ス
ラ
l
ム

数
徒
た
ら
し
め
る
に
あ
た
っ
て
、
如
何
に
き
び
し
い
手
段
を
用
い
た
か
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
買
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
あ
る
モ
グ
l

〆
A
V

、品、
パ
カ

ダ
ス
タ

ー
ル

〔
タ
ー
バ
ン
〕
を
そ
の
頭
に
つ
け
な
い
な
ら
、
馬
の
尻
尾
を
そ
の
頭
に
つ
け
さ
せ
た
。

」
の
記
事
は

ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗
の
イ
ス
ラ
l
ム
数
に
封
す
る
熱
意
を
示
し
て
徐
り
あ
る
が
、
彼
が
事
質
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
特
有
の
姿
を
し

「
西
域
番
園
志
」
別
失
八
里
の
傑
に
「
其
王
載
小
室
刺
帽
、
替
糊
明
鵠
鋼
、

闘

を
、
陳
誠
が

「
回
回
の
駄
例
を
爵
す
者
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
事
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

て
い
た
事
は

衣
禿
袖
杉
、

削
髪
貫
耳
」

と
あ
り

こ
の
様
な
姿



ヴ
ア
イ
ス
汗
に
つ
い
，て
は

と
し、

い同汗
、』主

モ

グ

ノレ

の
人
々

イ
ス
ラ

1
ム
教
徒
を
襲
ラ
事
を
禁
じ
た
。

彼
Ii. 

マ
ウ
ラ

l
ナ
l
・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
・
カ

l
シ
ャ

l
ニ
l
の
弟
子
(
ヨ
ロ
H
M
円
乙
で
あ
っ
た
。

マ
ウ
ラ
l
ナ
l
・
ム
ハ
ン
マ
ヅ
ド
は

ホ
l
ジ
ャ
は
ハ
ズ
ラ
ト
・
ク
ト
ゥ
ピ
・
マ
ス
ナ
ド
・
ア
ル
シ
ャ

l
ド
・
ホ

l
ジ
ャ

・
パ
ハ
l
ウ
ッ
デ
ィ
l
ン
・
ナ
フ
シ
ュ
バ
ン
ド
の
弟
子
で
あ

っ
た
。
王
た
る
事
も
、
ヴ
ア
イ
ス
汗
が
、
こ
の
様
な
修
皐
に
時
間
を
つ
い
や

制

す
妨
げ
と
は
な
ら
な
か
っ
、
た
“

ハ
ズ
ラ
ト
・
ホ

I
ジ
ャ
・
ハ
ッ
サ
ン
の
弟
子
で
あ
り
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
記
事
が
示
す
如
く
、
首
時
の
汗
達
が
、
す
べ
て
熱
烈
な
イ
ス
ラ

l
ム
教
徒
と
し
て
、
教
え
の
普
及
と
撃
習
に
努

力
し
て
い
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
翠
ん
だ
教
義
が
、
所
謂
ス

l
フ
イ
ズ
ム
(
神
秘
主
義
)
に
属
す
る
ナ
フ
シ
ュ
パ
ン
デ
ィ

l
数
圏
の

同

そ
れ
で
あ

っ
た
事
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

ア
ミ

l
ル
・
ザ
イ
イ
ド
・
ア
リ
ー
が
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
よ
り
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
に
脱
出
し
た
方
法
を
記
し
て
、

さ
ら
に
、

叶同
μ
・

は

- 21ー

ア
ミ

l
ル
は
、
途
中
カ
ラ
ン
ダ
ル
教
徒

(ρ
巳

S
F円山口〉
の
道
づ
れ
と
な
り
、

カ
ラ
ン
ダ
ル
教
徒
の
姿
を
し
て

無
事
タ

l
シ
ュ
カ
ン

ド
に
至
っ
た
。
カ
ラ
ン
ダ
ル
教
徒
は

ア
ミ

l
ル
に

ア
シ
ュ
タ
ル
・
ア
ブ
ダ

l
ル
〉
∞

Z
R
〉
げ
円
目
白
と
い
う
名
を
つ
け
、

ず
だ
袋
か

ら
糧
食
を
出
し
て
め
ぐ
ん
だ
。
か
く
し
て
、
彼
は
カ
ラ
ン
ダ
ル
の
姿
で
タ
ラ

l
ズ
(
ヤ
ン
ギ

l
の
別
名
〉
に
至

っ
た
。
そ
こ
で
、

「
洞
窟

の
友
の
墓
」

(
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
で
は

マ
リ
カ

l
ト
・
ア
タ
!
と
呼
ん
で
い
る
)
の
シ
ャ
イ
フ
は

ア
ミ

l
ル
を
知
り

シ
ャ

l
Jア

ィ
ー
ヵ
ー
と
い
う
名
の
息
子
を

ア
ミ

l
ル
の
道
ず
れ
に
し
て

ア
ミ

i
ル
を
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
の
ア
ミ

l
ル
・
フ
、
ダ

l
イ
ダ

l
ド
の

所
へ
逸
ら
せ
た
。

酬

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
え
る
カ
ラ
ン
ダ
ル
と
い
う
の
は
、

イ
ス
ラ

l
ム
教
の
一
脚
秘
主
義
に
属
す
る
一
波
の
名
稿
で
、

そ
の
徒
は
、
物

21 

質
的
な
っ幸
一帽
を
全
く
否
定
し
い
精
神
的
安
息
を
最
大
の
目
的
と
し
て
、
特
異
な
服
装
を
つ
け
、
頭
髪

・
ひ
げ

・
ま
ゆ
を
そ
り
お
と
し
、

イ
ス
ラ
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叫

l
ム
圏
の
各
地
を
遍
歴
し
て
い
た
と
い
A

ぐ
こ
の
徒
に
つ
い
て
は
、
少
し
時
代
の
下

っ
た
十
五
世
紀
後
牢
の
ド
ゥ

l
ス
ト

・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
汗

彼
は
、

ミ
l
ル
ザ
l
・
ハ
イ
ダ
ル
は
、

カ
ラ
ン
ダ
ル
数
回
に
心
酔
し
、
自
ら
と
自
ら
の
全
て
の
ア
ミ
l
ル
達
に、

カ
ラ
ン
ダ
ル
数
徒

〔
に
特
有
〕
の
名
を
つ
け
、
自
ら
は

に
つ
い
て

シ
ャ
ム
ス

・
ア
ブ
ダ
l
ル
と
名
の
り
、

同
様
に
、
彼
の
す
べ
て
の
廷
臣
や
役
人
達
は
、
某
ア
ブ
ダ

l
ル
と
呼
ば
れ
、

そ
の
名
に
よ

っ
て
仕

事
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
述
べ
て
い
恥
。
こ
れ
よ
り
考
え
る
と
、
十
五
世
紀
初
頭
の
モ
グ

l
リ
ス
タ

ー
ン

に
は
、

カ
ラ
ン
ダ
ル
教
徒
が
遇
歴
し
、
こ
の
地
の
イ
ス
ラ

l

ム
信
仰
に
相
首
の
影
響
を
輿
え
て
い
た
事

4

が
推
測
さ
れ
る
。

次
に

モ
グ
l
リ
ス
タ
ー
ン

に
お
け
る
基
本
的
な
生
活
型
態
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
陳
誠
が
、

不
建
城
郭
宮
室
、
居
無
定
向
、
惟
順
天
時
、
逐
越
水
草
、
牧
牛
馬
、

以
度
歳
月
、

故
所
居
随
魔
設
帳
房
鋪
臨
尉
、

不
遜
寒
暑
、

坐
臥
於

と
い

っ
て
い
る
様
に、

そ
れ
が
遊
牧
で
あ

っ
た
事
は
間
違
い
な
い
。
叶
閉
山
・
に
も
、

ユ

l
ヌ
ス
、汗が

十
数
年
に
わ
た
る
都
市
生
活
の
結
果
、
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地

都
市
に
住
む
の
を
好
む
様
に
な
っ
た
局
、
首
時
遊
牧
生
活
を
迭
っ
て

い
た
ア
ミ
l
ル

遂
の
反
感
を
買
い
、
途
に
は
、

岡

市
に
住
ま
な
い
事
を
約
束
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
貰
が
記
さ
れ
て
い
る
様
に
、
首
時
の

モ
グ

l
ル
達
は
、
遊
牧
こ
そ
最
高
の
生
活
型
態
と
考

ア
ミ

l
ル
達
に
以
後
は
都

え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
等
が
定
住
生
活
に
慣
れ
親
し
む
に
は
、
尚
し
ば
ら
く
の
時
聞
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び

以
上
に
述
べ
た
事
貫
を
要
約
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

付

シ
ー
ル

・
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
は

シ
ャ
l
・
ジ
ャ
ハ

l
ン
の
子
で
あ
る
。

(二j

モ
グ

l
リ
ス
タ

ー
ン
に
お
け
る
ハ

l
ン
の
槌
威
は
必
ず
し
も
紹
封
的
な
も
の

で
は
な
く
、
ド
ゥ
グ
ラ
l
ト
家
ア
ミ
ー
ル

が
、

ハ
l
ン
の
推



ヴ
ア
イ
ス
汗
は
、

戴
者
・
イ
ス
ラ
l
ム
教
受
容
の
先
達
・
ダ
ル
ハ
ン
・
ク
ー
ル
カ
l
ン
と
し
て
、

帥同

ほ
と
ん
ど
ハ

l
ン
と
同
様
の
権
威
を
行
使
し
た

9

ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
の
土
着
勢
力
を
麗
逐
し
、
以
後
の
諸
汗
に
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
ン
占
接
の
遭
を
聞
い
た
。

エ
セ
ン
と
の
戟
の
結
果
、
ヴ
ア
イ
ス
の
姉
妹
マ
フ
ト
ゥ
l
ム
・
ハ
l
ニ

l
ム

こ
の
雨
者
の
聞
に
正
れ
た
イ
プ
ラ

i
ヒ
I
ム
は
、
内
陸
ア
ジ
ア
史
上
に
大
き

ヴ
ア
イ
ス
汗
は
、

オ
イ
ラ
ー
ト
と
し
ば
し
ば
戟
を
交
え
、

と

エ
セ
ン
の
子
ア
マ

l
サ

l
ン
ジ
!
と
の
婚
姻
が
成
立
し
、

な
足
跡
を
残
し
た
。

伺

ヴ
ア
イ
ス
汗
の
疲
年
は
、

一
四
三
二
年
で
あ
る
。

付

モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
に
、

カ
ラ
ン
ダ
ル
教
徒
の
巡
遊
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
「
は
し
が
き
」
の
中
で
、
研
究
の
必
要
性
を
述
べ
な
が
ら
、
汗
圏
内
の
祉
曾
組
織
・
経
済
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ

れ
る
事
が
出
来
な
か
っ
・
た
。
こ
れ
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
制
約
か
ら
断
代
史
的
に
述
べ
る
事
は
不
可
能
に
近
い
の
で
、
い
ず
れ
汗
園

史
一
代
を
通
じ
て
概
観
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
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註ω
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
の
東
西
分
裂
の
時
期
は
、
今
日
迄
の
研
究
で
は
正
確

な
年
次
を
血
争
げ
難
い
@
ア
プ
ー
ル
ガ
ジ

1
の
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
一

ゴ
コ
二
年
頃
と
す
る
の
が
遁
設
で
あ
る
が
、
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
。
従

っ
て
、
乙
ζ

で
は
単
に
十
四
世
紀
初
頭
と
し
て
お
く
。
品
問
、
植
村
清
二
、

「
察
合
台
汗
闘
の
興
亡
伺
」
〈
毅
古
九
の
て
七
七

J
七
九
頁
〉
参
照
。

ω
ジ
ャ
タ

I
の
語
畿
に
つ
い
て
は
、
数
説
あ
る
が
、
バ
ル
ト
リ
ッ
ド
氏
に

従
い
「
盗
賊
」
と
み
な
し
て
お
き
た
い
。
山
問
、
東
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
の
住

民
は
、
西
チ
ャ
ガ
タ
イ
汗
園
の
住
民
を
「
カ
ラ
ウ
ナ
ス
」

ρ
質
問
ロ
ロ
曲
明
(
雑

種
)
と
呼
ぴ
、
お
互
い
に
軽
蔑
し
合
っ
て
い
た
。
ぐ
・
〈
・
切
回
同
門
y
o
E
一

切
O
E
H
ω
Z岳
町
田

O
ロ
手
冊
出
U
H
D
G
O
向
。
叩
ロ
ロ
曲
】
〉
明
日

p
〈
o
f
F

-23-

C
Z四月
H

・ω
m
m
p
F
E内

田

2
r
H由一山∞・匂・ロ・

ω
乙
の
汗
園
に
関
す
る
研
究
を
あ
げ
る
と
、
ま
ず
、

Z
-
E
-
g
h
w
開・

0
2
2
0ロ
H
N
O印
回
一
、
H
，
Z
吋
曲

HFry---mar-島
D
同
窓

RS-r-CEss-

包
出
包
含
♂
ロ
ロ
四

E
F〉
目
先
O
H司

O
同
吾
四
宮
o
m
rロゲ
D
向
。

2
ロ
と

〉曲目
P

F

D
ロ
L
D
P
H
∞
担
・
は
根
本
史
料
タ
l
p
l
ヒ
・
ラ

γ
I
デ
ィ

l

、同，
KHMrr・F剛
山

g
E告
の
英
隷
で
、
そ
の
序
論
と
、
本
文
に
附
せ
ら
れ
た

脚
註
は
、
貴
重
な
記
述
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
倫
、
乙
の
史
料
に
つ
い

て
、
私
は
、
北
海
道
大
拳
本
田
賀
信
氏
の
将
来
せ
ら
れ
た
、
大
英
博
物
館

所
蔵
ベ

ル
シ
ャ
語
潟
本
を
参
照
出
来
た
が
、
乙
の
潟
本
に
は
、
右
の
英
隷

書
と
若
干
相
違
し
た
記
述
が
み
ら
れ
、
胃
ッ
ス
氏
等
の
参
照
さ
れ
た
他
の

潟
本
を
検
討
し
な
い
内
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
事
は
危
険
に
思
わ
れ
る
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の
で
、
本
稿
で
引
用
す
る
タ

l
リ
1
ヒ
・
ラ
シ

l
デ
ィ

l
の
記
事
は
、
原

則
的
に
は
右
の
英
静
香
に
基
づ
く
事
と
し
た
。

唯
、
英
詩
書
で
は
、
ア
ラ

ビ
ア
文
字
の

K
と
Q
を
匿
別
せ
ず
、
す
べ
て

K
で
潟
し
て
い
る
が
、
本
稿

で
は
、
篤
本
に
よ
っ
て
ζ

れ
を
底
別
し
、
ま
た
英
隷
書
と
皆
同
本
の
記
述
が

一
致
す
る
場
合
に
は
若
干
の
伺
有
名
詞
の
縛
篤
と
述
語
の
註
記
も
、
骨
同
本

に
基
づ
く
事
と
し
た
。
以
下
、
本
文
に
、
H
，H
P

と
い
う
の
は
、
右
の
英
謬

番
の
略
務
で
あ
る
。
次
に
、
〈
-
〈
・
回
m
5
7
0
5
一
明
白
己
円

ω
Z仏
H
o
m
Oロ

H70
出
5
5
ミ
C問
。
何回
忌

g
-
〉
帥
FP
円
円

ω
ロ
目
g
s
ι
同
門

O
B
予
白
河
口
明
白

ω
ロ

ru、
〈
・

gn-
吋
・
三
一
口
o
g
r
u『
・
〈
O一-
T
出
E
c
q
o同
HY巾

ω
自
己
同
-

mny〕『
mp
ド

2ι
巾

P

H
由
印
由
・
〈
O]・
ロ
-
c
-
c四
r
EHwom-
戸町一
ι
o
p
H由印∞・

は
、
汗
闘
と
チ
ム
l
ル
朝
の
交
渉
を
知
る
上
に
、
、
き
わ
め
て
有
盆
な
記
述

に
富
ん
で
い
る
。
我
闘
に
お
け
る
研
究
で
は
、
松
村
潤
「
明
史
西
域
停
子

関
考
」

(
東
洋
間
半
報
三
七
の
四
〉
が
、
明
史
の
誤
り
を
正
す
と
共
に
、
モ

グ

l
リ
ス
タ

l
γ
史
の
記
述
を
含
み
、
羽
田
明
「
明
末
清
初
の
東
ト
ル
キ

ス
タ
ン
」
(
東
洋
史
研
究
七
の
五
〉
は
、
イ
ス
ラ

l
ム
史
の
立
場
か
ら
、

汗
闘
史
に
ふ
れ
る
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
汗
園
の
東
過
に
存
在
し
た
ハ
ミ

王
家
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
松
村
潤
「
明
代
恰
密
王
家
の
起
源
」
(
東
洋

拳
報
三
九
の
四
)
、
永
元
薄
典
「
明
初
の
暗
密
王
家
に
つ
い
て
」
(
東
洋

史
研
究
ニ
ニ
の
一
)
が
あ
る
。

ω
本
稿
で
引
用
す
る
「
明
貫
録
」
は
、
京
都
大
察
本
を
底
本
に
、
不
明
の

部
分
は
江
蘇
樹
祭
図
書
館
停
紗
本
(
梁
氏
本
〉
、
図
立
北
卒
図
書
館
殉
紅
格

本
を
参
照
し
た
。

「
西
域
行
程
記
」
「
西
域
番
闘
志
」
は
、
閣
立
北
卒
図

書
館
善
本
叢
書
本
に
銭
る
。

川
W

吋
HN・・

Hロ
ロ
ロ
仏
E
H
t
c
p
ω
o
n
c
cロ
H
T
H
v
o
F
5
0
C

向。7
m
m
r
H
E
E・

時奄

川
松
村
氏
、
「
明
史
西
域
惇
子
関
考
」
、

一
O
三
頁。

m

H凶

mw片手
o
E
一D日

以

-
nF了
〈

o
-
-
F
3
・医科
J
E
m
-

ω
「
ム
イ
ッ
ズ
ル
ア
ソ
サ

l
プ
」
の
著
者
は
、
従
来
不
明
と
さ
れ
て
来
た

が
、
最
近
乙
れ
を
「
ズ
プ
ダ
ト
内
ツ
タ
ヴ
ァ
l
H
1
フ
」

N
C
F
ι
三
回
一
-

JF〈
劃
ユ

r
y
の
著
者
ハ

l
フ
ィ
ジ

・ア

プ
ル

l

出
限
定
ム
〉
σ包
と
み
る

見
解
が
後
表
さ
れ
て
い
る
。
〉
・

N
o
r
-
〈
丘
一
ιF
、H
，

cm同ロ一、円
ym
わ

0
5・

3
2
5ロ
C
ご
z
z
z
o
q
o
ご
7
0
豆
Oロ間
o
z
S
H
N
S
E乱
世

--uF

(
U

・〉・

7
〈
O
「
〈
円
F
Z
?
]了間》司・

2
J
S・

刷
松
村
氏
、
前
掲
論
文
、
九
九
頁
。

帥
松
村
氏
が
、
ジ
ャ

l

・
ム
ハ
マ
ッ
ド
と
い
わ
れ
る
の
は
、
シ
ー
ル
・
ム

ハ
γ
マ
ジ
ド

ω百円

F
P-
E
B曲
目
仏
の
事
で
あ
る
。

ω
回
貸
手
0
5一
O
閉

y
n
F
了

〈

o-
・
ロ
-

H
V
-
U
H
・

閥
、
吋
HN・
に
撮
る
と
、
ヴ
ア
イ
ス
は
、
そ
の
父
シ
ー
ル

・
ア
リ

l
の
残
後
、

叔
父
γ

l
ル

・
ム

ハ
ン
マ
ッ
ド
の
も
と
に
身
を
よ
せ
て
い
た
が
、
や
が
て

そ
の
欣
態
を
不
満
と
し
て
、
シ
ー
ル

・
ム

ハ
γ
マ
ッ
ド
の
も
と
を
は
な

れ
、
そ
の
領
内
を
略
奪
し
て
ま
わ
っ
た
が
、
そ
こ
で
大
し
た
成
果
を
期
待

出
来
な
い
事
を
知
る
と
、
骨
国
時
ト
ル
キ
ス
タ

l
γ

を
治
め
て
い
た
チ
ム

l

ル
朝
の
有
力
者
シ
ャ
イ
フ

・
ヌ
l
ル
ッ
デ
ィ

I
ン

ω
ゲ
巳
r
r
z
e
巳
a

u
g
の
も
と
に
至
り
、
ツ
ー
ル
・
ム
ハ
ソ
マ
ッ
ド
と
の
醐
酬
に
援
助
を
奥

え
ら
れ
、
同
時
に
、
シ
ャ
イ
フ
の
娘
ダ
ウ
ラ
ト
・
ス
ル
タ

l
ソ

・
サ
カ

ン
ジ
、
り
国
三
国
同

ω巳
罰
ロ

ω包
《
田
口
]
を
妻
と
し
て
奥
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
シ
ー
ル
・
ム

ハ
ソ
マ
ッ
ド
と
の
戟
に
は
、
ほ
と
ん
ど
敗
北
し
、
シ
ー

ル
・
ム
ハ
ソ
マ
ッ
ド
の
自
然
死
(
自
由
円
四
-
w
g
z
J
)
を
待
っ
て
よ
う
や

く
汗
位
に
つ
く
事
が
出
来
た
と
い
う
(
吋
列
・
・
沼

Y
2
1
2・
累
r
E
J

- 24 



8
・)
。
ζ

の
記
事
に
は
、
本
文
に
述
べ
る
如
き
、
ヴ
ア
イ
ス
に
よ
る
ナ
ク

シ
・
ジ
ャ
ハ

l
γ
汗
の
殺
害
、
シ
ー
ル

・
ム
ハ

γ
マ
ッ
ド
の
サ
マ
ル
カ

γ

ド
へ
の
亡
命
等
の
重
要
記
事
を
絞
く
と
共
に
、

γ

l
ル
・
ム
ハ

γ
マ
ッ
ド

を
ゲ
ア
イ
ス
の
叔
父
と
し
た
り
、
ヴ
ア
イ
ス
が
シ
ャ
イ
フ
・
ヌ
1

ル
ッ
デ

ィ

l

y
の
援
助
を
受
け
た
と
す
る
等
の
誤
り
(
シ
ャ
イ
フ
は
、
既
に
一
四

一一

年
に
残
し
て
い
た
)
を
含
ん
で
お
り
、
た
だ
ち
に
信
用

出
来
な
い

が
、
ヴ
7

イ
ス
が
、
ダ
ウ
ラ
ト

・
ス
ル
タ

I
γ

・
サ
カ
ン
ジ
を
妻
と
し
て

い
た
事
は
、
貫
録
正
統
二
年
十
二
月
庚
午
の
w
慨
に
、
イ
ー
サ
l
y

・
プ
I

ガ

1
の
母
と
し
て
「
倒
刺
速
魯
櫨
」
の
名
が
み
え
る
事
か
ら
み
て
、
事
賓

と
し
て
採
用
出
来
る。

た
だ
し
、
パ
プ
ル
は
彼
女
を
、

シ
ャ

イ
フ
の
娘
、

叉
は
孫
娘
と
し
て
お
り
、
(
』
・
ド
ミ
乱
。
ロ
h

r

J

司
・
開

g
r
E
m
一
一玄

2
5
5

0
同

N
O
Y
F
H
A
円日ム
5
7向
口
町
長
岡
回
目
立
切
田
宮
町
-
H
O
ロ
ι
o
p
H∞M
P
MM
・ロ・

〉

い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
。

伶
、
乙
の
ヴ
ア
イ
ス
卸
位
頃
の
汗
園
と
チ
ム

I
ル
靭
の
交
渉
に
つ
い
て

は
、
切
同

H
F
0
5一
O
司・

nF
了
〈
O
「
口
w

H

V

司
-
mv
(
)
J
H
O
A
F
-
K
詳
細
に
論
ぜ

ら
れ
て
い
る
の
を
参
照
し
た
。

帥

シ

ー

ル

・

ム

ハ

γ
マ
ッ
ド
の
残
年
は
、
明
確
な
記
録
が
な
い
が
、

チ

ム
l
ル
靭
側
に
、
彼
の
活
動
が

一
四
二
五
年
迄
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず

(切

R
号
c
E一
C
司
-
a
f
〈
O
「ロ福

岡ぷ

Y
Z
i
g-〉
、
ま
た
ヴ
ア
イ
ス

の
明
廷
に
叫
到
し
て
の
遺
使
来
貢
が
、
数
年
の
空
白
を
経
た
後
、
乙
の
年
に

な
っ
て
再
開
さ
れ
、
以
後
頻
繁
に
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
事
賞
か
ら
み

て
、
一
四
二
五
年
と
み
る
。

帥
、
叶
剛
山
J

H

U

・
吋-
A

問
、
こ
れ
等
の
諸
都
市
の
内
、
ア

タ
ス
ー
が
汗
家
と
特

別
の
関
係
に
あ
っ
た
撃
は
、
嶋
田
褒
卒
「
清
代
田
磁
の
人
頭
税
」
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(
史
照
子

雑
誌
六
一
の

一一

〉
三
五
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

帥

E
f
司司

-si
g-

帥

Z
・
冨
・
吋

Z
Sロ
ロ
同
一
〉

B
E
a
m含
含

ω.nzrHor・
司
H
F
仏。

H
，曲

B
R
E
E
-
忠
《
『
白
戸
片
岡
町
印
刷
》
ユ
ロ
口
市
朋
印
命
的
〈
。

E
目
的
・
由
て
冊
目
司

m
B
E同

《古

関
『
包
巴
・
河
内
g
t
oロ凹

ι冊
。
z
m
g
〈
o
u、田町四四印。
己円
F
2
u
r
、叶
O
B冊

目

y
Hν由江田噛

H
∞
∞
ω・
MM
・
]「

帥
叶
，
河
・
・
同
】
司

-
z
i
g
-
H，M

N

・
で
は
、
⑬
⑪
の
二
つ
の
特
権
を
一
ま
と
め

に
述
べ
て
い
る
が
、
今
、

「
ア
P
パ
ル
賞
録
」
に
よ
っ
て
、
本
文
の
如
く

解
四
押
し
た
。
吋
阿
川
・
及
び
「
ア
グ
パ
ル
貫
録
」
の
本
文
は
、
惑
谷
俊
之

「
苓
刺
四
十
考
」
〈
東
洋
史
研
究
二
十
二
の
一
一
〉
七
十
J
七
十
四
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。

ω
、吋
H
N
~

司
・印由・

ω
-
r
E
J
司・勾・

ω
葱
谷
氏
、
前
掲
論
文。

的
、
吋
H
N
・・司司・町、，
L

叶・

ア
ミ

l
ル
・
プ
l
ラ
ー
ジ

l
は、

ダ
l
イ
ダ
l
ド
の
父
で
あ
る
。

倒

FF
正・

MM
-
H

g
・

倒

p
r
F
P
・
M
M

・
2
・

帥

FF門
了
間
V

・
g
・

帥

-
r
F
L
・-司司・
ロ
叶
J
H
H
∞・

ω
F
F
L・姐司
-H8・

間

FE--
司

-N3・

側

一
宮
子
日
u
-
m
N
・

側
松
村
氏
、
前
掲
論
文
、
八
八
頁
。

zo 
n
L
 

ア
ミ

l
ル
・
フ
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帥

1
『

7
2
m
z
。
三
コ
甘
-
n
F
F
・
-
M

・M
-

側
今
、
こ
れ
ら
の
支
配
者
逮
の
系
統
を
図
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

O

M
戸
賀
図
帖
木
児

部
担U
(

郎
官
愈
市
羽)

郎
指
跡

一

速

寄

(

鎖

格

)
|
1
1
也
苦
着
見
(
愛
鬼
着
児
)

一
指
鮒
食
事

一|
猛
寄
帖
木
見

。。
部
山首凶事

一ー
ー
湖
寄
帖
木
克

一|
苦
ノ
吉
見
祭
||
一

一

一

正
千
戸

一

一

l
卜
畑
川
見

撤
都

倒

吋

H
N
・
・
司
・
ミ
・
乙
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
島
崎
国
「
ト
ゥ
ル
キ
ス
タ

l

γ
に
於
け
る
カ

l
レ
l
ズ
閣
刑
務
の
起
源
に
つ
い
て
」
(
史
事
雑
誌
六
三
の

一
二
)
二
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

倒
汗
閣
と
明
靭
と
の
交
渉
は
、
洪
武
二
十
四
年
(
一
三
九
一
)
よ
り
始
つ

た
が
、
汗
閣
の
一
支
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ

l
γ

に
錬
っ
て
、
ハ
ミ
を
攻
撃
す
る

様
に
な
る
十
五
世
紀
の
後
半
迄
は
、
大
凡
友
好
複
に
進
め
ら
れ
、
し
ば
し

ば
使
節
の
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
。
チ
ム

l
ル
靭
と
の
闘
係
で
注
意
す
べ

き
は
、
ウ
ル
グ

・
ベ
グ
の
モ
グ

l
リ
ス
タ
ー
ン
遼
径
と
カ

l
シ
ュ
ガ
ル
の

所
属
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
四
二
四
年
か
ら
二
五
年
に
か
け
て
、

ウ
ル
グ

・
ベ
グ
の
率
い
る
チ
ム
l
ル
朝
の
軍
隊
は
、
ユ
ル
ド
ゥ
ズ
河
昨
に

迄
侵
入
し
て
お
り
、
ま
た
、
も
と
も
と
ド
ゥ
グ
ラ

I
ト
家
の
支
配
下
に
あ

っ
た
カ

l
シ
ュ
ガ
ル
は
、
一
四
一
六
年
か
ら

一
四
三
五
年
迄
、
チ
ム

l
ル

靭
の
支
配
下
に
あ
っ
た

3

(

ロ
『
・
ロ

m5
7
0E
・
2-γ

口
一
了
〈
o-
・
ロ・

2ν
・

∞∞

I
H
S
-
)。
汗
闘
と
チ
ベ
ァ
ト
と
の
閥
係
は
、
十
六
世
紀
中
楽
に
行
わ

れ
た
所
の
ミ

l
ル
ザ
1

・
ハ
イ
ダ
ル
等
の
チ
ベ
ァ
ト
遠
征
を
最
大
の
一事
件

と
す
る
が
、
す
で
に
、
ト

ゥ
1
グ
ル

ク
・
テ

ィ
l

ム
1
ル
汗
が
、
カ

ル
マ

パ
の
第
四
代
ロ
ル

ベ
l
ド
ル

ジ
ェ
刃
三
宮
}
三
三
O

ご
。
を
招
請
せ
ん
と

し
て
拒
紹
さ
れ
た
と
い
う
記
録

(
C
o
c
a巾
Z
・
同州
0
2
pnf
吋
7
巾
回一戸
間

〉
コ
ロ
白
-
T
同U
由巳

H
，
t
ξ
0
"

の回一

n
E
Z
-
一戸市町印
ω-w
円以
・
印O
AF-

〉
も
あ
る
一
事
か
ら

み
て
、
究
明
す
べ
き
課
題
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
解
明
は
き
わ
め

て
困
難
に
思
わ
れ
る
。

倒
吋
閉
山
・
・
司

-M-glミ・

帥

ミ

l

y
・
ラ

l
p
の
位
置
は
不
明
。

同
開
カ
パ

l
ヵ
ー
は
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
図
の
根
接
地
ホ
ポ
ッ
ク
・
サ
リ
(
タ

ル
パ
ガ
タ
イ
の
東
)
に
比
定
さ
れ
る
。
内
向
、
ア
イ
ラ

l
河
が
イ
リ
河
に
比

定
さ
れ
る
事
は
、
エ
リ
ア
ス
氏
の
い
わ
れ
る
如
く
で
あ
ろ
う
。

(
目σ
E・e

司
・∞
少
ロ
・

ω・
)
。

帥
和
田
清
「
冗
良
恰
三
衝
に
闘
す
る
研
究
下
」
(
東
亜
史
研
究
・
蒙
古
篤

所
枚
)
ニ
七
二
頁
。

倒

吋

mJ
司司
・
3
1芯・

帥

HEL--
司
・
2
・

帥
和
田
氏
、
前
掲
書
、
四
四
九
頁
。

制
従
来
知
ら
れ
て
い
る
エ
セ
γ
の
子
息
に
は
、
貫
録
に
み
え
る

A
火
見
忽

苓
孫
、

B
阿
失
帖
木
見
、
「
西
域
同
文
志
」
に
み
え
る
、

C
ポ
ロ
・
ナ
ハ

ル、

D
エ
ス
メ
ト
・
ダ
ル
ハ
ン

・
ノ
ヤ
ン
、

パ
ラ
ス
の
同
押
え
た、

E
ウ
シ

ュ
ト
モ
イ
・
ダ
ル
ハ
ン

・
ノ
ヤ
ン
が
あ
る
が
、

A
H
C
、

D
H
E
で
あ
ろ

戸

h
v

n
L
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